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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ドアまたは窓のパネルをフレーム要素に固定するためのラッチ構成であって、該ラッチ
構成は：
　フレーム要素上に枢動可能に取り付けられたロック要素であって、前記ロック要素は、
パネルと係合することでパネルをフレーム要素にロックするロック位置と、前記ロック要
素がパネルから解除することによりパネルをフレーム要素からアンロックするアンロック
位置との間で変位可能であり、ロック要素の第１の端部がパネルに係合するように構成さ
れ、一方でロック要素の第２の端部はフレーム要素に支持されるように、前記ロック位置
の前記ロック要素はパネルに対して斜角に延びる、ロック要素；
　選択的に展開可能な止めラッチであって、前記ロック位置に前記ロック要素を固定し、
それによって前記ロック要素がアンロック位置に変位するのを防ぐために、選択的に展開
可能な止めラッチ；
　および、前記ロック要素がパネルとの係合から外れて前記アンロック位置へと選択的に
枢動するように構成された作動機構、
を含み、
ここで、前記ロック位置において、前記ロック要素は、前記パネルの開口方向への前記パ
ネルの変位が、前記ロック要素にかけられた圧縮力によって対抗されるように位置づけら
れ、および
前記ロック要素は、前記パネルが完全な閉鎖位置に到達する前に前記パネルを徐々に係合
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させるように構成されることを特徴とする、ラッチ構成。
【請求項２】
　前記ロック要素が前記止めラッチによって固定解除されることで、前記ロック要素の前
記アンロック位置への変位を可能にするように、前記作動機構が前記止めラッチを選択的
に移動させるように構成されることを特徴とする、請求項１に記載のラッチ構成。
【請求項３】
　前記ロック要素がロック位置で固定される固定位置と、前記ロック要素が前記アンロッ
ク位置へと自由に変位する解放位置との間で、前記止めラッチは選択的に変位し、および
前記作動機構は、パネル上に変位可能に取り付けられ、前記止めラッチの方へ選択的に移
動し、および前記止めラッチを前記解放位置へと変位させるように構成された作動部材を
含むことを特徴とする、請求項２に記載のラッチ構成。
【請求項４】
　前記作動機構がパネル上に取り付けられた手動操作のハンドルを含む、請求項１に記載
のラッチ構成。
【請求項５】
　前記止めラッチが前記ロック要素から解除されることで前記ロック要素のアンロック位
置への変位を可能にするように、前記作動機構は、前記止めラッチの少なくとも一部を変
位させるように構成された回転またはリニアアクチュエータを含むことを特徴とする、請
求項１に記載のラッチ構成。
【請求項６】
　前記作動機構は、フレーム要素上に取り付けられ、および、前記止めラッチを固定位置
から外して連続的に移動させ、かつ前記ロック要素を前記アンロック位置へと変位させる
ように構成された手動操作のハンドルを含むことを特徴とする、請求項２に記載のラッチ
構成。
【請求項７】
　前記ロック要素のアンロック位置への変位を妨げるように、前記止めラッチが前記ロッ
ク要素上に取り付けられ、および、選択的に当接機構に係合するように構成されることを
特徴とする、請求項１に記載のラッチ構成。
【請求項８】
　前記止めラッチは、前記ロック要素上に摺動可能に取り付けられ、および、その少なく
とも一部が前記当接機構と係合する固定位置と、前記少なくとも一部が前記当接機構から
引き離される解放位置との間で摺動するように構成され、前記ロック要素は前記アンロッ
ク位置へと自由に移動するようになることを特徴とする、請求項７に記載のラッチ構成。
【請求項９】
　前記当接機構がパネル上に画定されることを特徴とする、請求項８に記載のラッチ構成
。
【請求項１０】
　前記当接機構がパネルのくぼみ内に画定された凹部であることを特徴とする、請求項９
に記載のラッチ構成。
【請求項１１】
　前記当接機構がフレーム要素上に画定されることを特徴とする、請求項８に記載のラッ
チ構成。
【請求項１２】
　前記止めラッチは前記ロック要素上に枢動可能に取り付けられ、および、前記ロック要
素が前記ロック位置に固定される固定位置と、前記ロック要素が前記アンロック位置へと
自由に変位する解放位置との間で枢動するように構成されることを特徴とする、請求項１
に記載のラッチ構成。
【請求項１３】
　前記止めラッチが、オーバーセンターリンケージを含むことを特徴とする、請求項１２
に記載のラッチ構成。
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【請求項１４】
　前記ロック要素上に枢動可能に取り付けられ、前記オーバーセンターリンケージをロッ
ク状態からアンロック状態へと変位させるように展開される、回転アクチュエータをさら
に含む、請求項１３に記載のラッチ構成。
【請求項１５】
　フレーム要素上に画定された当接機構をさらに含む、請求項１２に記載のラッチ構成。
【請求項１６】
　パネル上に取り付けられて選択的にロック要素を作動させるように構成された作動機構
をさらに含み、前記作動機構は捕捉部材を含み、および前記止めラッチは前記固定位置で
前記捕捉部材に係合することを特徴とする、請求項１２に記載のラッチ構成。
【請求項１７】
　前記ロック要素はフレーム要素上に枢動可能に取り付けられ、および第１の軸のまわり
を枢動するように構成され、かつ前記止めラッチは捕捉部材を含み、およびフレーム要素
上に枢動可能に取り付けられ、および前記第１の軸とは異なる第２の軸のまわりを枢動す
るように構成され、前記ロック要素が前記アンロック位置へと自由に変位するように前記
止めラッチは、前記捕捉部材が前記ロック要素の対応する部分と係合する固定位置と、前
記捕捉部材が前記対応する部分から解除される解放位置との間を選択的に枢動するように
構成されることを特徴とする、請求項１に記載のラッチ構成。
【請求項１８】
　前記ロック要素が前記アンロック位置から前記ロック位置に向かって移動するにつれて
連続的にパネルに係合するように、前記ロック要素が互いに階段状の関係にある少なくと
も２つの突出面を含むことを特徴とする、請求項１に記載のラッチ構成。
【請求項１９】
　前記パネルが完全な閉鎖位置に到達する前に前記ロック要素を前記パネルに徐々に係合
させることは、前記パネルが開いた状態に向かって後方回転できないように効果的である
ことを特徴とする、請求項１に記載のラッチ構成。
【請求項２０】
　ドアまたは窓であって：
　フレーム要素；
　前記フレーム要素の一部に対して当接するように構成されたパネル；
　および、パネルをフレーム要素に選択的に固定するために展開される、請求項１から１
９のいずれかに記載のラッチ構成、
を含むドアまたは窓。
【請求項２１】
　前記パネルが、閉じた状態と開いた状態との間で、前記フレーム要素の近接および離反
方向に摺動するように構成された摺動パネルである、請求項２０に記載のドアまたは窓。
【請求項２２】
　前記パネルが、閉じた状態と開いた状態との間で、前記フレーム要素の近接および離反
方向に回転するように構成されたヒンジ式パネルである、請求項２０に記載のドアまたは
窓。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書に開示される主題は概して、止めラッチを有するラッチ構成に関連し、特にド
アまたは窓のパネルをフレーム要素に固定するためのラッチ構成に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ドアまたは窓のパネルをフレーム要素に固定するためのラッチ構成は、ロック要素がフ
レーム要素およびパネルと係合し、それによってパネルがフレーム要素から離れて移動す
るのを防ぐ、ロック位置間のパネルに対して変位可能なロック要素を含む構成である。ロ
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ック要素は、パネルをフレーム要素に固定するために、フレーム要素上に取り付けられ、
パネルの近接および離反方向に変位可能で有り得る。代替的に、ロック要素は、パネルを
フレーム要素に固定するために、パネル上に取り付けることができ、フレーム要素の近接
および離反方向に変位可能である。
【０００３】
　米国特許第４８０３８０８号は、例えば手回しクランクの形態で、開き窓フレームを閉
位置と開位置との間で移動させるための装置を備えた、外開き窓のためのスイベル継手で
あって、閉位置に開き窓フレームを固定するために、クランクによって動かす位置固定ア
ーム、および固定フレームの１つのフレーム部材上の操作ハンドルを有する、スイベル継
手を開示する。少なくとも１つのロックプレートが、ハンドルによって操作可能な駆動ロ
ッド上のロック要素と協同する開き窓フレームに含まれる。窓が閉位置にある場合、窓が
閉まる運動をハンドルの作動によって比較的早くに支持し、破損に対する高い保護を保証
するために、ロックプレートのロック突出部は固定フレームの溝に突き出ている。
【発明の概要】
【０００４】
　本明細書に開示される主題の態様に従って、ドアまたは窓のパネルをフレーム要素に固
定するためのラッチ構成が提供され、該パネルはくぼみを含む。ラッチ構成は、フレーム
要素上に枢動可能に取り付けられ、およびパネルをフレーム要素にロックするためにロッ
ク要素がパネルのくぼみに係合するロック位置と、パネルをフレーム要素からアンロック
するためにロック要素がパネルのくぼみから解除されるアンロック位置との間で変位可能
なロック要素、ロック要素がアンロック位置に移動するのを防ぐために、ロック位置にロ
ック要素を固定するための選択的に展開可能な止めラッチ；および、ロック要素がくぼみ
から離れ、アンロック位置へと選択的に枢動するように構成された作動機構、を含む。
【０００５】
　止めラッチによってロック要素を固定解除することができ、それによってロック要素を
アンロック位置へと変位させることができるように、作動機構は止めラッチの位置を選択
的に移動させるように構成され得る。
【０００６】
　ロック要素がロック位置で固定される固定位置と、ロック要素がアンロック位置へと自
由に変位する解放位置との間で、止めラッチは選択的に変位可能であり、および作動機構
は、パネル上に摺動可能に取り付けられた、止めラッチの方へと選択的に摺動すると共に
止めラッチを解放位置へと変位させるように構成された作動部材を含む。
【０００７】
　作動機構は、パネル上に取り付け可能な手動操作のハンドルを含む。
【０００８】
　作動機構は回転アクチュエータを含み、該回転アクチュエータは、前記止めラッチが前
記ロック要素から解除されることで前記ロック要素がアンロック位置へと変位可能なよう
に、少なくとも止めラッチの一部に係合しながら回転するように構成される。
【０００９】
　ロック要素の第１の端部をくぼみに係合するように構成し、同時にロック要素の第２の
端部をフレーム要素の一部に係合するように構成するように、前記ロック位置のロック要
素はパネルに対して斜角に延び得、およびロック位置におけるパネルの開放方向へのパネ
ルの変位は、ロック要素とフレーム要素の一部にかけられた圧縮力によって対抗される。
【００１０】
　ロック要素のアンロック位置への変位を妨げるように、止めラッチはロック要素に取り
付けられ、および当接機構に選択的に係合するように構成され得る。
【００１１】
　前記ロック要素が前記ロック位置へと自由に移動するように、止めラッチはロック要素
上に摺動可能に取り付けられ、および、その少なくとも一部が当接機構と係合する固定位
置と、前記少なくとも一部が前記当接機構から引き離される解放位置との間で摺動するよ
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うに構成され得る。当接機構はパネル上に画定され得る。当接機構はくぼみの内部に画定
された凹部でもよく、または、当接機構はフレーム要素上に画定されてもよい。
【００１２】
　止めラッチは、ロック要素上に枢動可能に取り付けることができ、および、ロック要素
がロック位置に固定される固定位置と、ロック要素がアンロック位置へと自由に変位する
解放位置との間で枢動するように構成され得る。ラッチ構成はさらに、フレーム要素上に
画定された当接機構を含み得る。ラッチはさらに、パネル上に取り付けられて選択的にロ
ック要素を作動させるように構成された作動機構を含んでもよく、該作動機構は捕捉部材
を含み、および止めラッチは固定位置で捕捉部材に係合する。
【００１３】
　ロック要素は枢動可能にフレーム要素に取り付けられ、および第１の軸のまわりを枢動
するように構成することができ、ここで止めラッチは捕捉部材を含み、および枢動可能に
フレーム要素に取り付けられ、第１の軸とは異なる第２の軸のまわりを枢動するように構
成されており、ここで止めラッチは、ロック要素がアンロック位置へと自由に変位するよ
うに、捕捉部材がロック要素の対応部分に係合する固定位置と、捕捉部材が対応部分から
解除される解放位置との間で選択的に枢動するように構成される。
【００１４】
　ロック要素は少なくとも２つの突出面を含み、２つの突出面の少なくとも１つはくぼみ
に係合するように構成されてもよく、それによってパネルの開放を防ぎ、他方で２つの突
出面のもう一方はくぼみから解除されている。
【００１５】
　ロック位置においてロック要素の第１の端部が第１のパネルのくぼみと係合し、他方で
ロック要素の第２の端部が第２のパネルのくぼみと係合し、それによって第１のパネルと
第２のパネルをフレーム要素にロックするように、ロック要素は細長い部材でもよい。本
発明の別の態様に従って、ドアまたは窓のパネルをフレーム要素に固定するためのラッチ
構成が提供され、該パネルはくぼみを含む。ラッチ構成は、フレーム要素上に枢動可能に
取り付けられたロック要素を含み、ロック要素は、パネルをフレーム要素にロックするた
めにロック要素がパネルのくぼみに係合するロック位置と、パネルをフレーム要素からア
ンロックするためにロック要素がパネルのくぼみから解除されるアンロック位置との間で
変位可能であり、ここでロック要素は、パネル上の捕捉部分を係合するように構成された
留め金を含み、留め金と捕捉部分の係合はパネルの横変位を制限し、それによってくぼみ
がロック要素から解除されるのを防ぐように構成される。
【００１６】
　本明細書および特許請求の範囲で使用される用語「移動する（ｓｈｉｆｔ）」と「変位
する（ｄｉｓｐｌａｃｅ）」は、限定されないが、直線変位、枢動運動、回転運動等を含
む、諸要素の機械的変位を一般的に指す。用語「パネル」は、閉じた状態の開口部の少な
くとも一部で展開された要素を指すために使用される。パネルおよび対応するふたは、ド
ア、窓、または、ヒンジ式パネルまたは摺動式パネルによって選択的に閉じられる（また
は部分的に閉じられる）他の種類の開口部でもよい。
【００１７】
　本明細書で使用される句「上に取り付けられた」は、第２の要素上や第２の要素の内部
に配された第１の要素、第２の要素の外側表面に付けられた第１の要素等を含む、２つの
要素間の任意の配置において第２の要素に付けられた第１の要素を指す。
【００１８】
　本明細書で使用される句「上に画定された」は、部材と一体化して形成された、部材に
取り付けられた等の任意の方法で部材上に設けられた機構または要素を指す。
【００１９】
　本明細書と特許請求の範囲で使用される用語「ドア」は、開き戸、引き戸、任意の種類
の窓、および車両またはその一部を覆うためのボンネットとトランク等を含み、ビルまた
は車両などの構造物への開口部を介した、密閉区域へのまたは２つの密閉区域間への入口
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を介したアクセスを選択的に遮断し、および選択的にアクセス可能にするように構成され
た、移動式パネルを一般的に指す。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
　開示を理解し、かつ本発明がどのように実際に実施され得るかを確かめるために、添付
の図を参照しつつ、単なる非限定的な例としてここから実施形態を記載していく。
【図１Ａ】図１Ａは、本開示の主題の例に従いラッチ構成を有するパネルの上面を切り取
った斜視図である。
【図１Ｂ】図１Ｂ－１Ｆは、止めラッチを含むラッチ構成のアンロック時の状態を示す図
１Ａのパネルの一連の上面断面図であり、それぞれ完全にロックされた状態、止めラッチ
が解除されているロック状態、移行状態、完全にアンロックされた状態、パネルを閉じる
準備ができている静止状態における配置を例示する。
【図１Ｃ】図１Ｂ－１Ｆは、止めラッチを含むラッチ構成のアンロック時の状態を示す図
１Ａのパネルの一連の上面断面図であり、それぞれ完全にロックされた状態、止めラッチ
が解除されているロック状態、移行状態、完全にアンロックされた状態、パネルを閉じる
準備ができている静止状態における配置を例示する。
【図１Ｄ】図１Ｂ－１Ｆは、止めラッチを含むラッチ構成のアンロック時の状態を示す図
１Ａのパネルの一連の上面断面図であり、それぞれ完全にロックされた状態、止めラッチ
が解除されているロック状態、移行状態、完全にアンロックされた状態、パネルを閉じる
準備ができている静止状態における配置を例示する。
【図１Ｅ】図１Ｂ－１Ｆは、止めラッチを含むラッチ構成のアンロック時の状態を示す図
１Ａのパネルの一連の上面断面図であり、それぞれ完全にロックされた状態、止めラッチ
が解除されているロック状態、移行状態、完全にアンロックされた状態、パネルを閉じる
準備ができている静止状態における配置を例示する。
【図１Ｆ】図１Ｂ－１Ｆは、止めラッチを含むラッチ構成のアンロック時の状態を示す図
１Ａのパネルの一連の上面断面図であり、それぞれ完全にロックされた状態、止めラッチ
が解除されているロック状態、移行状態、完全にアンロックされた状態、パネルを閉じる
準備ができている静止状態における配置を例示する。
【図２Ａ】図２Ａは、止めラッチを含むラッチ構成のパネルを閉じる時の状態を示す図１
Ａのパネルの一連の上面断面図であり、それぞれアンロック位置、ロック位置、および中
間位置の配置を例示する。
【図２Ｂ】図２Ｂ－図２Ｄは、止めラッチを含むラッチ構成のパネルを閉じる時の状態を
示す図１Ａのパネルの一連の上面断面図であり、それぞれアンロック位置、ロック位置、
および中間位置の配置を例示する。
【図２Ｃ】図２Ｂ－図２Ｄは、止めラッチを含むラッチ構成のパネルを閉じる時の状態を
示す図１Ａのパネルの一連の上面断面図であり、それぞれアンロック位置、ロック位置、
および中間位置の配置を例示する。
【図２Ｄ】図２Ｂ－図２Ｄは、止めラッチを含むラッチ構成のパネルを閉じる時の状態を
示す図１Ａのパネルの一連の上面断面図であり、それぞれアンロック位置、ロック位置、
および中間位置の配置を例示する。
【図３Ａ】図３Ａは、本開示の主題の他の例に従いラッチ構成を有するパネルの斜視図で
ある。
【図３Ｂ】図３Ｂ－３Ｅは、止めラッチを含むラッチ構成のアンロック時の状態を示す図
３Ａのパネルの一連の上面断面図であり、それぞれ完全にロックされた状態、止めラッチ
が解除されているロック状態、完全にアンロックされた状態、パネルを閉じる準備ができ
ている静止状態における配置を例示する。
【図３Ｃ】図３Ｂ－３Ｅは、止めラッチを含むラッチ構成のアンロック時の状態を示す図
３Ａのパネルの一連の上面断面図であり、それぞれ完全にロックされた状態、止めラッチ
が解除されているロック状態、完全にアンロックされた状態、パネルを閉じる準備ができ
ている静止状態における配置を例示する。
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【図３Ｄ】図３Ｂ－３Ｅは、止めラッチを含むラッチ構成のアンロック時の状態を示す図
３Ａのパネルの一連の上面断面図であり、それぞれ完全にロックされた状態、止めラッチ
が解除されているロック状態、完全にアンロックされた状態、パネルを閉じる準備ができ
ている静止状態における配置を例示する。
【図３Ｅ】図３Ｂ－３Ｅは、止めラッチを含むラッチ構成のアンロック時の状態を示す図
３Ａのパネルの一連の上面断面図であり、それぞれ完全にロックされた状態、止めラッチ
が解除されているロック状態、完全にアンロックされた状態、パネルを閉じる準備ができ
ている静止状態における配置を例示する。
【図４Ａ】図４Ａは、本開示の主題の他の例に従いラッチ構成を有するパネルの斜視図で
ある。
【図４Ｂ】図４Ｂ－４Ｅは、止めラッチを含むラッチ構成のアンロック時の状態を示す図
４Ａのパネルの一連の上面断面図であり、それぞれ完全にロックされた状態、止めラッチ
が解除されているロック状態、完全にアンロックされた状態、パネルを閉じる準備ができ
ている静止状態における配置を例示する。
【図４Ｃ】図４Ｂ－４Ｅは、止めラッチを含むラッチ構成のアンロック時の状態を示す図
４Ａのパネルの一連の上面断面図であり、それぞれ完全にロックされた状態、止めラッチ
が解除されているロック状態、完全にアンロックされた状態、パネルを閉じる準備ができ
ている静止状態における配置を例示する。
【図４Ｄ】図４Ｂ－４Ｅは、止めラッチを含むラッチ構成のアンロック時の状態を示す図
４Ａのパネルの一連の上面断面図であり、それぞれ完全にロックされた状態、止めラッチ
が解除されているロック状態、完全にアンロックされた状態、パネルを閉じる準備ができ
ている静止状態における配置を例示する。
【図４Ｅ】図４Ｂ－４Ｅは、止めラッチを含むラッチ構成のアンロック時の状態を示す図
４Ａのパネルの一連の上面断面図であり、それぞれ完全にロックされた状態、止めラッチ
が解除されているロック状態、完全にアンロックされた状態、パネルを閉じる準備ができ
ている静止状態における配置を例示する。
【図５Ａ】図５Ａは、本開示の主題の他の例に従いラッチ構成を有するパネルの斜視図で
ある。
【図５Ｂ】図５Ｂ－５Ｅは、止めラッチを含むラッチ構成のアンロック時の状態を示す図
５Ａのパネルの一連の上面断面図であり、それぞれ完全にロックされた状態、止めラッチ
が解除されているロック状態、移行状態、完全にアンロックされた状態、パネルを閉じる
準備ができている静止状態における配置を例示する。
【図５Ｃ】図５Ｂ－５Ｅは、止めラッチを含むラッチ構成のアンロック時の状態を示す図
５Ａのパネルの一連の上面断面図であり、それぞれ完全にロックされた状態、止めラッチ
が解除されているロック状態、移行状態、完全にアンロックされた状態、パネルを閉じる
準備ができている静止状態における配置を例示する。
【図５Ｄ】図５Ｂ－５Ｅは、止めラッチを含むラッチ構成のアンロック時の状態を示す図
５Ａのパネルの一連の上面断面図であり、それぞれ完全にロックされた状態、止めラッチ
が解除されているロック状態、移行状態、完全にアンロックされた状態、パネルを閉じる
準備ができている静止状態における配置を例示する。
【図５Ｅ】図５Ｂ－５Ｅは、止めラッチを含むラッチ構成のアンロック時の状態を示す図
５Ａのパネルの一連の上面断面図であり、それぞれ完全にロックされた状態、止めラッチ
が解除されているロック状態、移行状態、完全にアンロックされた状態、パネルを閉じる
準備ができている静止状態における配置を例示する。
【図６Ａ】図６Ａは、ラッチ構成の別のロック位置における、図５Ａのパネルの上面断面
図である。
【図６Ｂ】図６Ｂは、ラッチ構成の別のアンロック位置における、図５Ａのパネルの上面
断面図である。
【図７Ａ】図７Ａは、本開示の主題のさらに別の例に従いラッチ構成を有するパネルの斜
視図である。
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【図７Ｂ】図７Ｂ－７Ｅは、止めラッチを含むラッチ構成のアンロック時の状態を示す図
７Ａのパネルの一連の上面断面図であり、それぞれ完全にロックされた状態、止めラッチ
が解除されているロック状態、完全にアンロックされた状態、パネルを閉じる準備ができ
ている静止状態における配置を例示する。
【図７Ｃ】図７Ｂ－７Ｅは、止めラッチを含むラッチ構成のアンロック時の状態を示す図
７Ａのパネルの一連の上面断面図であり、それぞれ完全にロックされた状態、止めラッチ
が解除されているロック状態、完全にアンロックされた状態、パネルを閉じる準備ができ
ている静止状態における配置を例示する。
【図７Ｄ】図７Ｂ－７Ｅは、止めラッチを含むラッチ構成のアンロック時の状態を示す図
７Ａのパネルの一連の上面断面図であり、それぞれ完全にロックされた状態、止めラッチ
が解除されているロック状態、完全にアンロックされた状態、パネルを閉じる準備ができ
ている静止状態における配置を例示する。
【図７Ｅ】図７Ｂ－７Ｅは、止めラッチを含むラッチ構成のアンロック時の状態を示す図
７Ａのパネルの一連の上面断面図であり、それぞれ完全にロックされた状態、止めラッチ
が解除されているロック状態、完全にアンロックされた状態、パネルを閉じる準備ができ
ている静止状態における配置を例示する。
【図８Ａ】図８Ａは、本開示の主題の例に従いラッチ構成を有するパネルの上面図である
。
【図８Ｂ】図８Ｂ－図８Ｅは、止めラッチを含むラッチ構成のアンロック時の状態を示す
図８Ａのパネルの一連の上面断面図であり、それぞれ完全にロックされた状態、止めラッ
チが解除されているロック状態、移行状態、完全にアンロックされた状態、パネルを閉じ
る準備ができている静止状態における配置を例示する。
【図８Ｃ】図８Ｂ－図８Ｅは、止めラッチを含むラッチ構成のアンロック時の状態を示す
図８Ａのパネルの一連の上面断面図であり、それぞれ完全にロックされた状態、止めラッ
チが解除されているロック状態、移行状態、完全にアンロックされた状態、パネルを閉じ
る準備ができている静止状態における配置を例示する。
【図８Ｄ】図８Ｂ－図８Ｅは、止めラッチを含むラッチ構成のアンロック時の状態を示す
図８Ａのパネルの一連の上面断面図であり、それぞれ完全にロックされた状態、止めラッ
チが解除されているロック状態、移行状態、完全にアンロックされた状態、パネルを閉じ
る準備ができている静止状態における配置を例示する。
【図８Ｅ】図８Ｂ－図８Ｅは、止めラッチを含むラッチ構成のアンロック時の状態を示す
図８Ａのパネルの一連の上面断面図であり、それぞれ完全にロックされた状態、止めラッ
チが解除されているロック状態、移行状態、完全にアンロックされた状態、パネルを閉じ
る準備ができている静止状態における配置を例示する。
【図９Ａ】図９Ａは、本開示の主題の他の例に従いラッチ構成を有するパネルの上面図で
ある。
【図９Ｂ】図９Ｂは、ロック位置にあるラッチ構成の、図９Ａのパネルの上面断面図であ
る。
【図１０Ａ】図１０Ａは、本開示の主題の他の例に従いラッチ構成を有する窓の斜視図で
ある。
【図１０Ｂ】図１０Ｂは、Ａ－Ａ線に沿って取った図１０Ａの窓の側面の断面図である。
【図１０Ｃ】図１０Ｃは、閉じた位置での図１０Ｂのラッチ構成の拡大図である。
【図１１Ａ】図１１Ａは、本開示の主題の他の例に係る、ラッチ構成を有するパネルの上
面図である。
【図１１Ｂ】図１１Ｂ－１１Ｅは、止めラッチを含むラッチ構成の、アンロック時の状態
を示す図１１Ａのパネルの一連の上面断面図であり、それぞれ完全にロックされた状態、
止めラッチが解除されているロック状態、移行状態、完全にアンロックされた状態、パネ
ルを閉じる準備ができている静止状態における配置を例示する。
【図１１Ｃ】図１１Ｂ－１１Ｅは、止めラッチを含むラッチ構成の、アンロック時の状態
を示す図１１Ａのパネルの一連の上面断面図であり、それぞれ完全にロックされた状態、
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止めラッチが解除されているロック状態、移行状態、完全にアンロックされた状態、パネ
ルを閉じる準備ができている静止状態における配置を例示する。
【図１１Ｄ】図１１Ｂ－１１Ｅは、止めラッチを含むラッチ構成の、アンロック時の状態
を示す図１１Ａのパネルの一連の上面断面図であり、それぞれ完全にロックされた状態、
止めラッチが解除されているロック状態、移行状態、完全にアンロックされた状態、パネ
ルを閉じる準備ができている静止状態における配置を例示する。
【図１１Ｅ】図１１Ｂ－１１Ｅは、止めラッチを含むラッチ構成の、アンロック時の状態
を示す図１１Ａのパネルの一連の上面断面図であり、それぞれ完全にロックされた状態、
止めラッチが解除されているロック状態、移行状態、完全にアンロックされた状態、パネ
ルを閉じる準備ができている静止状態における配置を例示する。
【図１２Ａ】図１２Ａは、本開示の主題の他の例に従いラッチ構成を有するパネルの、開
位置での上面図である。
【図１２Ｂ】図１２Ｂは、本開示の主題の他の例に従いラッチ構成を有するパネルの、閉
位置での上面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　本発明は、ドアまたは窓などのパネルを開口部のまわりのフレーム要素に固定するため
のラッチ構成に関する。ラッチ構成は、ボルトまたはラッチなどのロック要素を含み、ド
アまたは窓のパネルの対応するくぼみに選択的に係合するために、フレーム要素に対して
変位可能に取り付けられる。１つの態様によれば、ロック要素を固定し、およびロック要
素とくぼみの係合を維持するように構成された止めラッチなどの本締錠機構を提供する。
止めラッチは好ましくは、パネルとフレーム要素との間のすきまからアクセスできないよ
うに構成され、それによって止めラッチの好ましくない変位を防ぐ。
【００２２】
　さらに、特定の好ましい実施形態では、ラッチ構成は、作動機構によってフレーム要素
および止めラッチ上のロック要素と相互に作用する、ドアまたは窓のパネル上に取り付け
られた手動で操作可能なハンドルを含む。
【００２３】
　ロック要素がもはや固定されず、ドアまたは窓のパネル上に画定されたくぼみとの係合
から外れて変位可能なように、作動機構は止めラッチを選択的に変位させるように構成さ
れる。したがって、ドアまたは窓のパネルの開放は、ユーザーがフレーム上の機構とふれ
合うことなしに、ユーザーがドア上のハンドルを操作することによって行うことができる
。
【００２４】
　さらに、ある例によれば、ロック要素に本締錠機構が設けられている場合、ハンドルの
動きが本締錠を順次解除し、そして次にロック要素を係合から外して変位させるように、
作動機構は好ましくは構成される。
【００２５】
　図１Ａから１Ｆは、ドアパネル（１０）、フレーム要素（１２）、およびパネル（１０
）をフレーム要素（１２）に固定するためのラッチ構成（２０）を含む開き戸を示す。本
明細書の記載は、非限定的な例としてドアを対象とするが、窓、または変位可能なパネル
が開口部の適所で選択的にロックされた状況の文脈においても、ラッチ構成を等しく実装
可能であることが理解されよう。
【００２６】
　図１Ａおよび１Ｂに示されるように、ドアパネル（１０）は、それが閉じた状態におい
て、フレーム要素（１２）によって画定されたショルダー部（１４）に当接するように構
成される。本明細書で例示される好ましいが非限定的な例では、ショルダー部（１４）は
、パネル（１０）の端部に形成された対応する凹部（１１）に係合するように構成された
突部（１７）を含み、後者がパネル（１０）の閉じた状態にある時、その用途は以下で明
白になるだろう。例示された例に係るフレーム要素（１２）は、ラッチ構成（２０）をそ
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の中に収容するためのエンクロージャー（１６）を含み、ドアパネル（１０）のフレーム
対向部（１５）がショルダー部（１４）に当接しているか、またはそれに近接している場
合に、ラッチ構成はフレーム対向部（１５）と相互に作用することができるようになる。
【００２７】
　ラッチ構成（２０）は、本明細書の例によれば、フレーム要素（１２）上に枢動可能に
取り付けられ、および図１Ｂと１Ｄに示されるロック位置と、図１Ｅに示されるアンロッ
ク位置との間で変位可能なロック要素（２２）を含む。本発明は、そのようなロック要素
がフレーム要素に枢動可能に取り付けられている文脈において、止めラッチを実装するた
めの解決策を提供し、それによってこの種のロック要素に「本締錠」機能を提供すること
が、本発明の態様の特定の特徴である。
【００２８】
　ロック要素（２２）は、ドアパネル（１０）のフレーム対向部（１５）上に画定された
くぼみ（１８）に係合するように構成された第１の端部（２４）、およびフレーム要素（
１２）に付けられた第２の端部（２６）を含んでもよい。ロック要素（２２）を十分に支
持するために、第２の端部（２６）は好ましくは丸い形状を有し、およびフレーム要素（
１２）上に画定された対応するシート上に取り付けられる。端部（２６）の外側の形状と
、フレーム要素の対応するシートとの整合は、枢動軸自体が十分に強くないであろう場合
の、強行突入の試みまたは突風などの突然または極度の負荷に備えた支持を提供する。
【００２９】
　ある例によれば、図１Ｂに示されるように、ロック位置では、ロック要素（２２）はパ
ネル（１０）の方へ、およびエンクロージャー（１６）から外側に向かって枢動し、パネ
ル（１０）に対して斜角に配される。フレーム対向部（１５）上のくぼみ（１８）は、本
例によれば、係合時にロック要素（２２）と幾何学的なロックを達成できるように、フレ
ーム対向部（１５）に対して斜めにカットされた斜めの切り落としとして画定される。斜
めに切り落とされたくぼみ（１８）の角度は、ロック要素（２２）がロック位置にある場
合、パネル（１０）に対するロック要素（２２）の第１の端部（２４）の角度に対応する
。このようにして、ドアパネル（１０）が閉じた状態にあり、およびロック要素（２２）
がロック位置へと枢動する場合、ロック要素（２２）の第１の端部（２４）は、切り落と
されたくぼみ（１８）と係合し、それによってパネル（１０）をフレーム要素（１２）に
ロックする。
【００３０】
　ロック要素（２２）が切り落とされたくぼみ（１８）から遠ざかるように枢動する場合
、図１Ｅに示されるように、ロック要素（２２）の第１の端部（２４）は、パネル（１０
）上の切り落とされたくぼみ（１８）からアンロックされ、開いた状態へと自由に回転す
ることができる。一旦パネル（１０）がフレームから離れると、ロック要素（２２）は、
板ばね（３７）の付勢下で、典型的にはそのロック位置に対応する静止位置に戻る（図１
Ｆ）。
【００３１】
　ロック要素（２２）（および下記に記載の他の典型的な実施形態における類似のロック
要素）は、フレーム要素の長さを１０％超えて、およびより好ましくは２５％超えて、フ
レーム要素の長さのかなりの部分に沿って延びることができると理解される。いくつかの
特に好ましい実装では、ロック要素（２２）はフレーム要素の全部または大部分の長さに
沿って延び、それによって、ロック位置において切り落とされたくぼみ（１８）と係合し
、該くぼみもまたフレーム対向部（１５）の全部または大部分の長さに沿って画定され得
る。フレームの寸法の大部分に沿って延びる拡張したロック構成の使用によって、構成要
素の構造的一体性を損なうことなく、大きな負荷に耐え得る高度に頑丈なロックを提供す
る。
【００３２】
　例示された例に係るロック要素（２２）は、パネル（１０）が閉じた状態にあり、およ
びロック要素（２２）がロック位置にある時、パネル（１０）のフレーム対向部（１５）
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に沿って形成された捕捉部（２７）に係合するように構成される留め金（２５）を含む。
留め金（２５）および捕捉部（２７）は、フレーム対向部（１５）の横変位を妨げるよう
に構成され、それによってくぼみ（１８）はロック要素（２２）の第１の端部（２４）か
ら解除される。すなわち、ロック要素（２２）の第１の端部（２４）は、開放状態へのパ
ネル（１０）の枢動を妨げるように構成される一方で、留め金（２５）は、パネル（１０
）の横変位を妨げるように構成され、くぼみ（１８）は横へと変位してロック要素（２２
）の第１の端部（２４）から遠ざかるようになる。
【００３３】
　そのような横への変位は、例えばパネル（１０）がドアまたは窓の２つの側フレームの
間でその真ん中を押されている場合に起こり得ると理解される。つまり、パネル（１０）
が凸状または凹状に歪んでいる場合、くぼみ（１８）がもはやロック要素（２２）に係合
しないように、ロック要素（２２）の第１の端部（２４）はフレーム要素（１２）からわ
ずかに移動し得る。従って、留め金（２５）および捕捉部（２７）は、くぼみ（１８）と
ロック要素（２２）との間の係合を維持するために、そのような変位を妨げるように構成
される。
【００３４】
　ラッチ構成（２０）はさらに、ロック位置においてロック要素（２２）を固定するため
に選択的に展開可能な止めラッチ（３０）を含み、それによってロック要素（２２）がア
ンロック位置に変位するのを妨げる。本例に係る止めラッチ（３０）は、ロック要素（２
２）の内部に摺動可能に取り付けられ、および、少なくともその係合部（３５）がロック
要素（２２）の第１の端部（２４）から突き出す固定位置と、止めラッチ（３０）がロッ
ク要素（２２）内に引き戻される解放位置との間で選択的に摺動するように構成される。
【００３５】
　本例によれば、固定位置において、止めラッチ（３０）の係合部（３５）は、パネル（
１０）のフレーム対向部（１５）上に画定された凹部（２８）の形態を成した当接機構と
係合する。他方で解放位置では、係合部（３５）は凹部（２８）から遠ざかるように引き
戻され、それによってロック要素はくぼみ（１８）から遠ざかるように、そのアンロック
位置へと自由に枢動する。
【００３６】
　さらに、上述されたように、ロック要素（２２）の第１の端部（２４）がくぼみ（１８
）に係合すると同時に凹部（２８）に係合するために、例示された例に係る凹部（２８）
はくぼみ（１８）の内部に形成され、係合部（３５）はロック要素（２２）の第１の端部
（２４）から突き出すことができる。
【００３７】
　上述されたように、ロック要素（２２）はフレーム要素の長さのかなりの部分に沿って
延びる細長い要素として有利に実装されてもよいが、概して、１つの位置にロック要素（
２２）を局所的にロックすることができる止めラッチ（３０）を用いるだけで充分である
。概して止めラッチ（３０）自体が大きな負荷にさらされることはなく、そのロック位置
からロック要素（２２）が外れて無用に変位するのを防ぐ役目をするのみである。
【００３８】
　ある例に係る止めラッチ（３０）に、その位置を固定するために付勢され得、つまり係
合部（３５）は第１の端部（２４）から突き出す。
【００３９】
　ラッチ構成（２０）はさらに、ロック位置とアンロック位置との間でのロック要素（２
２）の変位のために構成された作動機構（４０）を含む。例示された例によれば、作動機
構（４０）によるロック要素（２２）の変位は、止めラッチ（３０）から突き出たロッド
（３２）との作動機構（４０）の係合によって実行され、それによって止めラッチ（３０
）は解放位置へと移動し、アンロック位置へのロック要素（２２）の変位を可能にする。
【００４０】
　作動機構（４０）は、エンクロージャー（１６）の内部に取り付けられた回転アクチュ
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エータ（４２）を含む。回転アクチュエータ（４２）は、止めラッチ（３０）のロッド（
３２）に係合する一方で、ロック要素（２２）の枢動運動軸に平行な軸のまわりを、第１
および第２の方向に選択的に回転するように構成される。先に説明されたように、止めラ
ッチ（３０）はロック要素（２２）の内部に摺動可能に取り付けられ、したがって本例に
係るロッド（３２）は細長い開口部（３４）を介してロック要素（２２）から突き出す。
細長い開口部（３４）は、ロッド（３２）が横変位可能なように構成され、ロック要素（
２２）内部の止めラッチ（３０）と共に摺動する。
【００４１】
　図１Ｃから１Ｅに示されるように、回転アクチュエータ（４２）が第１の方向に回転す
る場合、それらの回転運動は、止めラッチ（３０）の係合部分（３５）が凹部（２８）か
らその解放位置へと引き戻されるまで、止めラッチ（３０）のロッド（３２）を摺動させ
る。
【００４２】
　ロック要素（２２）内部での止めラッチ（３０）の解放位置への摺動は、ロック要素（
２２）の内部機構によって制限され、したがって図１Ｄおよび１Ｅに示されるように、第
１の方向での回転アクチュエータ（４２）のさらなる回転は、くぼみ（１８）からそのア
ンロック位置までロック要素（２２）を枢動させる。
【００４３】
　図１Ｅに関して、ロック要素（２２）がくぼみ（１８）から遠ざかるように枢動し、完
全にそこから解除されると、ドアパネル（１０）はその開いた状態に回転することができ
る。
【００４４】
　回転アクチュエータ（４２）は、第２の方向に回転する、または第一の方向にとどまる
ことができ、それによって止めラッチ（３０）のロッド（３２）は付勢ばね（図示せず）
の影響下で摺動して固定位置に戻り、およびロック要素（２２）は板ばね（３７）の影響
下で枢動してロック位置に戻る。止めラッチ（３０）のロック位置への摺動、およびロッ
ク要素（２２）のロック位置への摺動は、ばね（３９）などの戻し機構によって実行可能
と理解される。従って、回転アクチュエータ（４２）は、それが第１の方向に回転する場
合は、そのような戻し機構の力に対抗するように構成される。しかしながら、回転アクチ
ュエータ（４２）が第２の方向に回転する場合、止めラッチ（３０）とロック要素（２２
）は好ましくは、戻し機構の力によってそれぞれ固定位置とロック位置に戻るように促さ
れる。
【００４５】
　図１Ｆに示されるように、パネル（１０）が開いた状態にあり、およびロック要素（２
２）がそのロック位置に枢動する場合、フレーム要素（１２）のショルダー部（１４）に
当接するようなパネル（１０）の閉鎖はロック要素（２２）によって阻まれることもある
。したがって、パネル（１０）のフレーム対向部（１５）は、ロック要素（２２）の留め
金（２５）と相互に作用するように構成された傾斜部（１９）を含み得る。すなわち、パ
ネル（１０）がその開いた状態から閉じた状態へと枢動する時、フレーム対向部（１５）
の傾斜部（１９）が留め金（２５）と係合するように、傾斜部（１９）の傾斜方向が構成
される。このようにして、パネル（１０）がショルダー部（１４）に向かって枢動する時
、その変位は、ロック要素（２２）がそのロック位置にあってもロック要素（２２）によ
って妨害されることはない。正しくは、傾斜部（１９）はロック要素（２２）の留め金（
２５）に係合し、およびロック要素（２２）を徐々にそのロック位置へと枢動させ、フレ
ーム対向部（１５）はショルダー部（１４）に当接することができるようになる。
【００４６】
　ここで図２Ａから２Ｄに目を向けると、ある例によれば、ロック要素（２２）は、パネ
ル（１０）が徐々にロック要素（２２）に固定されるように構成され得る。すなわち、パ
ネル（１０）が閉じた状態に回転し、パネル（１０）の端部がショルダー部（１４）に極
めて接近している時、パネル（１０）はこの位置で維持され、回転して開いた状態に戻ら
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ないことが望ましい。このようにして、パネル（１０）がほぼ閉じられるようにまず回転
することができ、その後、パネル（１０）をロック要素（２２）によってロックされるよ
うに押すことができ、それによってパネルの閉鎖を容易にする。
【００４７】
　例えば、ロック要素（２２）の第１の端部（２４）は、第１の端部（２４）から各々が
異なる距離で突き出している２つ以上の面を含み得る。図２Ｂに示されるように、本例で
は、ロック要素（２２）の第１の端部（２４）は、第１の突出面（２９ａ）の突出が最も
小さく、第３の突出（２９ｃ）の突出が最も大きくなるように、画定された３つの突出面
（２９ａ）、（２９ｂ）および（２９ｃ）を含む。従って、３つの突出面（２９ａ）、（
２９ｂ）および（２９ｃ）は、階段状の面を共に形成する。
【００４８】
　ロック要素（２２）がくぼみ（１８）に向かって枢動する時、第１の突出面（２９ａ）
が最初にくぼみ（１８）に係合し、ロック要素（２２）がくぼみ（１８）に向かってさら
に少し枢動すると、第２の突出面（２９ｂ）がくぼみ（１８）に係合し、そして最後に、
ロック要素（２２）がくぼみ（１８）方向への枢動運動を完了すると、第３の突出面（２
９ｃ）がくぼみ（１８）に係合するように、第１の突出面（２９ａ）はロック要素（２２
）の第１の端部（２４）に画定される。
【００４９】
　このようにして、ドアパネル（１０）がその閉じた状態へと回転する時、およびくぼみ
（１８）がロック要素（２２）に極めて接近している時、後者はくぼみ（１８）方向へと
枢動することができ、この中間位置では、図２Ｃに例示されるように、ロック要素（２２
）をくぼみ（１８）から遠ざかるように枢動せることなく、ドアが回転して開いた状態に
戻ることができないように、くぼみ（１８）の縁は第１の突出面（２９ａ）に係合する。
【００５０】
　図２Ｄに示されるように、ドアパネル（１０）がショルダー部（１４）の方へさらに押
されると、ロック要素（２２）はくぼみ（１８）の方へ更に枢動することができ、それに
よってくぼみ（１８）の端部は第２の突出面（２９ｂ）に係合する。最後に、ロック要素
（２２）が図２Ｂに示されるようにそのロック位置にあると、くぼみ（１８）の端部は第
３の突出面（２９ｃ）に係合する。
【００５１】
　止めラッチ（３０）は固定位置に摺動するように構成され得、つまり、くぼみ（１８）
が第２の突出面（２９ｂ）に係合し、およびロック要素（２２）がロック位置にある時に
のみ、凹部（２８）に係合するために係合部（３５）はロック要素（２２）の第１の端部
（２４）から突出していると理解される。
【００５２】
　本例はヒンジ式パネルであるが、同様のラッチ構成を引き戸パネルに使用することがで
きることは当業者によって理解されるだろう。
【００５３】
　ここで、図３Ａから３Ｅに目を向けると、ラッチ構成（５１）は、パニックドアのパネ
ル（５０）をフレーム要素（５２）に固定するために実装され得る。本例のように、パネ
ル（５０）は開き戸のパネルであり、その閉じた状態において、ラッチ構成（５１）を収
容するためのエンクロージャー（５５）を含むフレーム要素（５２）上に画定されたショ
ルダー部（５４）に当接するように構成される。加えて、パネル（５０）は、パネル（５
０）上に枢動可能に取り付けられたハンドルを含み、ここではパネル（５０）に沿って水
平に延びるパニック棒（６４）として例示される。
【００５４】
　以下に説明されるように、パニックドアは、外向きの開放方向に構成することができ、
ドアの開放方向にパニック棒（６４）を押すことでパネル（５０）が開きはじめる。本明
細書において示される設計は、機構の特有の組み合わせを提供することがわかっている。
一方で、単純な機械的装置（以下に詳述される）は、パネル内面のパニック棒への力の適
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用によって、ロック機構を確実に素早く解放することを可能にし、それによって非常口設
備の要件を満たす。同時に、フレームの長さの比較的広い範囲に沿って延びる、枢動可能
に取り付けられたロック要素は、他の非常口ドア構造では典型的に達することができない
、突風の圧力または強行突入に対するある程度の機械的強度を提供することがわかってい
る。ドアフレーム内のエンクロージャーにおけるロック機構の実装と併せて、これらの要
素は、内外からの干渉に対する抵抗性を機構に与え、家庭用、商用および産業用の幅広い
用途を備えた非常に効果的な構造をもたらす。
【００５５】
　先の例のように、ラッチ構成（５１）は、フレーム要素（５２）上に枢動可能に取り付
けられたロック要素（５８）を含み、および図３Ｂに示されるように、ロック位置と、図
３Ｄおよび３Ｅで示されるアンロック位置との間で変位可能である。加えて、先の例のよ
うに、ラッチ構成（５１）は、ロック位置でロック要素（５８）を固定するために選択的
に展開可能な止めラッチ（６０）を含む。
【００５６】
　さらに、先の例のように、止めラッチ（６０）は、ロック要素（５８）の内部に摺動可
能に取り付けられ、および、止めラッチ（６０）の少なくとも一部が凹部（５６）の形態
をした当接機構と係合する固定位置と、止めラッチ（６０）の少なくとも一部が凹部（５
６）から引き戻される解放位置との間で摺動可能なように構成される。さらに、本例によ
れば、当接機構つまり凹部（５６）はパネル（５０）上に画定される。
【００５７】
　しかしながら、本例によれば、ラッチ構成（５１）はハンドル（６２）によって手動で
操作可能な作動機構を含む。本例はさらに、先の例の回転アクチュエータ（４２）と実質
的に同じである回転アクチュエータ（６３）を提供する。
【００５８】
　以下の詳細な説明は、図３Ａから３Ｅを参照してなされる。ロック要素（５８）は、ド
アパネル（５０）のフレーム対向部（５７）上に画定されたくぼみ（５９）に係合するよ
うに構成された第１の端部（６６）、およびフレーム要素（５２）に付けられた第２の端
部（６８）を含む。図３Ｂに示されるように、ロック位置では、ロック要素（５８）はパ
ネル（５０）の方へ枢動し、およびパネル（５０）に対して斜角に配される。このように
して、ロック位置において、ロック要素（５８）の第１の端部（６６）は切り落とされた
くぼみ（５９）と係合し、それによってパネル（５０）をフレーム要素（５２）にロック
し、およびアンロック位置において、図３Ｅに示されるように、ロック要素（５８）は切
り落とされたくぼみ（５９）から遠ざかるように枢動し、それによってパネル（５０）は
アンロックされ、その開いた状態へと自由に回転することができる。
【００５９】
　ある例によれば、パネル（５０）は、フレーム対向部（５７）から突き出し、およびパ
ネル（５０）が閉じた状態において、フレーム要素（５２）上の対応する段（６１ｂ）に
係合するように構成された段（６１ａ）を含む。パネル（５０）の外からロック要素（５
８）にアクセスできず、望ましくない「鍵のピッキング」を妨げるように、段（６１ａ）
はパネル（５０）の閉じた状態において、パネル（５０）とフレーム要素（５２）との間
のすきまを覆うように構成される。
【００６０】
　先に示されたように、本例に係る止めラッチ（６０）は、ロック要素（５８）の内部に
摺動可能に取り付けられ、および、少なくともその係合部（６５）がロック要素（５８）
の第１の端部（６６）から突き出す固定位置と、止めラッチ（６０）がロック要素（５８
）内に引き戻される解放位置との間で選択的に摺動するように構成される。
【００６１】
　止めラッチ（６０）は、ロック要素（５８）の内部に取り付けられたバネ部材（７５）
によって付勢されるばねでもよく、止めラッチ（６０）を固定位置へと駆り立てるように
構成され、すなわち係合部（６５）は第１の端部（６６）から突き出す。
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【００６２】
　さらに、上述されたように、本例に係る凹部（５６）は、切り落とされたくぼみ（５９
）の内部に形成された凹部（５６）として構成され、止めラッチ（６０）の係合部（６５
）と係合するように構成される。
【００６３】
　したがって、ドアパネル（５０）がその閉じた状態にある時、ロック要素（５８）は、
その第１の端部（６６）がドアパネル（５０）上の切り落とされたくぼみ（５９）に係合
するロック位置へと枢動され得る。この位置では、止めラッチ（６０）は、係合部（６５
）が第１の端部（６６）から突き出すその固定位置へと移動可能であり、それによって、
切り落とされたくぼみの内部に形成された凹部（５６）に係合し、ロック要素（５８）が
くぼみ（５９）から遠ざかり、アンロック位置へと枢動するのを妨げる。
【００６４】
　ロック要素（５８）はさらに、その上に枢動可能に取り付けられ、および止めラッチ（
６０）に連結された枢動アーム（７０）を含み、枢動アーム（７０）がロック要素（５８
）に向かって枢動する時、止めラッチ（６０）はロック要素（５８）の内部に向かい、解
放位置へと摺動するよう促される。枢動アーム（７０）の用途は本明細書において以下に
説明される。
【００６５】
　上述のように、ラッチ構成（５１）はさらに、先の例の回転アクチュエータ（４２）と
実質的に同じである回転アクチュエータ（６３）を含む。
【００６６】
　例示された例によれば、ラッチ構成（５１）はさらに、ラッチ構成（５１）の手動操作
のために構成された作動機構（８０）を含む。作動機構（８０）は作動部材を含み、本明
細書では、パネル（５０）に画定された溝（７４）の内部に摺動可能に配された作動ピン
（７２）として例示され、それはドアパネル（５０）のフレーム対向部（５７）において
終端となる第１の端部、およびパネル（５０）の内部に画定された中空部（８４）におい
て終端となる第２の端部を含む。例示された例に係る溝（７４）がそのように画定される
ことで、パネル（５０）がその閉じた状態にある時、溝（７４）は、ロック要素（５８）
の枢動アーム（７０）と同軸に配される。
【００６７】
　作動ピン（７２）は、第１および第２の端部の間の溝（７４）内部で、フレーム対向部
（５７）の外側表面の近接および離反方向に摺動するように構成され、それによってその
第１の端部（７３ａ）は選択的に枢動アーム（７０）に係合することができる。図３Ｂに
示されるように、その第２の端部（７３ｂ）が中空部（８４）の内部に配されるように、
作動ピン（７２）は配され、その意図は以下で説明される。
【００６８】
　このようにして、図３Ｃに示されるように、作動ピン（７２）が前方へ摺動し、および
枢動アーム（７０）と係合される場合、図３Ｄに示されるように、後者は枢動し、および
止めラッチ（６０）をロック要素（５８）の内部に向かってその解放位置へと摺動させる
。
【００６９】
　作動ピン（７２）はばね（７７）によって付勢され得、通常はフレーム対向部（５７）
の外側表面から遠ざかるように促される。この位置において、枢動アーム（７０）は溝（
７４）の第１の端部に向かって枢動する。
【００７０】
　ある例によれば、作動機構（８０）はハンドル（６２）によって手動操作可能であり、
上述のように、ハンドル（６２）は、パネル（５０）上に枢動可能に取り付けられたパニ
ック棒（６４）を含む。ハンドル（６２）は、ロック要素（５８）がくぼみ（５９）から
遠ざかるように促される第１の位置と、ロック要素（５８）が自由にくぼみ（５９）に係
合する第２の位置との間で変位可能であり得る。
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【００７１】
　例えば、ハンドル（６２）は枢動台（７６）を含んでもよく、その上にパニック棒（６
４）が取り付けられている。枢動台（７６）は、ドアパネル（５０）に枢動可能に取り付
けられ、および、パネル（５０）内部に形成された中空部（８４）に出入りして枢動する
ように構成された傾斜部材（７８）を含む。中空部（８４）は、溝（７４）の第２の端部
が中空部（８４）を通じてアクセス可能なように画定され、および作動ピン（７２）の第
２の端部（７３ｂ）は中空部（８４）の内部で突き出している。
【００７２】
　枢動台（７６）の傾斜部材（７８）は、その上に画定された厚さの変化する部分を含み
、傾斜部材（７８）が中空部（８４）の内部で枢動する時、傾斜部が溝（７４）の第２の
端部に面し、および作動ピン（７２）の第２の端部（７３ｂ）に係合するようになり、上
記のように第２の端部は中空部分（８４）に配される。
【００７３】
　このようにして、パニック棒（６４）がその第１の位置へと押される時、傾斜部材（７
８）が作動ピン（７２）の端部に係合するように、枢動台（７６）は枢動し、および傾斜
部材（７８）は中空部（８４）の内部で摺動する。
【００７４】
　その結果、傾斜部材（７８）は、作動ピン（７２）が溝（７４）内部でフレーム対向部
（５７）に向かって摺動するように選択的に促し、それによって枢動アーム（７０）を押
して枢動させ、および止めラッチ（６０）を解放位置へと変位させる。パニック棒（６４
）をさらに押すと、傾斜部材（７８）はさらに中空部（８４）内へと枢動し、および作動
ピン（７２）はさらに溝（７４）の内部へと摺動する。この位置では、ロック要素（５８
）により制限された枢動アーム（７０）のさらなる変位、すなわち作動ピン（７２）によ
る枢動アーム（７０）のさらなる変位は、切り落とされたくぼみ（５９）から遠ざかるよ
うにロック要素（５８）を枢動させる。
【００７５】
　パニック棒（６４）がハンドルの第２の位置へと解放されている時、作動ピン（７２）
が中空部（８４）の方へ引き戻されるように作動ピン（７２）のばね（７７）は作動ピン
（７２）を付勢し、および枢動アーム（７０）が再度枢動し、かつ、止めラッチ（６０）
の係合部（６５）が切り落とされたくぼみ（５９）内部に形成された凹部（５６）に係合
する固定位置に止めラッチ（６０）を変位させるようにし、それによって、ロック要素（
５８）がくぼみ（５９）から遠ざかりアンロック位置へと枢動するのを妨げる。
【００７６】
　この種のパニックドアは、それが展開されるビルまたは他の構造の内部からのみ開ける
ことができる排他的な機械的ドアとして実施されてもよい。代替的に、上記の作動機構（
４０）または、メカニカルキー操作機構（図示せず）などの追補の解放機構を、ビルの外
からの、および／または遠隔インターホン装置を介した、ロック機構の解放を可能にする
ために設けてもよい。
【００７７】
　図４Ａから４Ｅは、パネル（１００）をフレーム要素（１０２）に固定するために構成
されたラッチ構成（１０１）を有する、ドアまたは窓の別の例を例示する。本例によれば
、パネル（１００）は開き戸のパネルであり、およびその閉じた状態において、フレーム
要素（１０２）上に画定されたショルダー部（１０４）に当接するように構成される。フ
レーム要素（１０２）はさらに、ラッチ構成（１０１）を中に収容するためのエンクロー
ジャー（１０５）を画定し、それによってドアが閉じた状態にある時に、ドアパネル（１
００）のフレーム対向部（１０７）はラッチ構成（１０１）によって係合され得る。
【００７８】
　先の例のように、ラッチ構成（１０１）は、フレーム要素（１０２）上に枢動可能に取
り付けられたロック要素（１０８）を含み、および図４Ｂと４Ｃに示されるロック位置と
、図４Ａと４Ｄと４Ｅで示されるアンロック位置との間で変位可能である。しかしながら
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、止めラッチ（６０）がロック要素（５８）に摺動可能に取り付けられる先の例とは対照
的に、本例による止めラッチ（１２０）はロック要素（１０８）に枢動可能に取り付けら
れる。加えて、本例に係る止めラッチ（１２０）は、フレーム要素（１０２）上に画定さ
れた当接機構（１２４）に当接するように構成され、これは、止めラッチ（１２０）がパ
ネル（５０）上の凹部に当接するように構成される先の例とは対照的である。
【００７９】
　ロック要素（１０８）は、ドアパネル（１００）のフレーム対向部（１０７）上に画定
されたくぼみ（１１０）に係合するように構成された第１の端部（１１４）、およびフレ
ーム要素（１０２）に付けられた第２の端部（１１６）を含んでもよい。ロック要素（１
０８）が第２の端部（１１６）のまわりを枢動できるようにするために、第２の端部（１
１６）は丸い形状を有し、およびフレーム要素（１０２）上に画定された対応するシート
上に取り付けられる。
【００８０】
　一例によれば、図４Ｂで示されるように、ロック位置では、ロック要素（１０８）はパ
ネル（１００）の方へ、およびエンクロージャー（１０５）から離れるように枢動し、パ
ネル（１００）に対して斜角に配される。フレーム対向部（１０７）上のくぼみ（１１０
）は、この例によると、フレーム対向部（１０７）に対して角度の付いた表面を呈する、
斜めに切り落とされた図として画定される。斜めに切り落とされたくぼみ（１１０）の角
度は、ロック要素（１０８）がロック位置にあるときのパネル（１０）に対するロック要
素（１０８）の角度に対応する。このようにして、ドアパネル（１００）が閉じた状態に
あり、およびロック要素（２２）がロック位置へと枢動する場合、ロック要素（１０８）
の第１の端部（１１４）は、斜めに切り落とされたくぼみ（１１０）と係合し、それによ
ってパネル（１００）をフレーム要素（１０２）にロックする。「切り落とされた」との
用語は、必ずしも「切断すること」を含まない、本構造を生成するために使用される製造
技術をいかなるようにも限定することなく、くぼみ（１１０）の最終形態を描写している
ものとして本明細書では使用されることに注視されたい。
【００８１】
　ロック要素（１０８）が斜めに切り落とされたくぼみ（１１０）から遠ざかるように枢
動するとき、ロック要素（１０８）の第１の端部（１１４）はパネル（１００）上の切り
落とされたくぼみ（１１０）から解除され、図４Ｄと４Ｅで示されるように、後者がアン
ロックされ、開いた状態まで自由に回転することができるようになる。
【００８２】
　ロック要素（１０８）はフレーム要素の全長または長さの大部分に沿って延び、ロック
位置において、フレーム対向部（１０７）の全長または長さの大部分に沿って画定可能な
斜めに切り落とされたくぼみ（１１０）と係合することが認められている。
【００８３】
　上に示される通り、本例の止めラッチ（１２０）はロック要素（１０８）に枢動可能に
取り付けられ、ロック位置のロック要素（１０８）を固定するように構成される。例えば
、止めラッチ（１２０）は、エンクロージャー（１０５）へ延びて、および、フレーム要
素（１０２）上で画定された当接機構（１２４）と選択的に係合するように構成された、
尾部（１２２）を含むこともある。止めラッチ（１２０）は、尾部（１２２）に対向し、
かつ、フレーム対向部（１０７）の方へ延びる、止めラッチ（１２０）の端部上で画定さ
れた頭部先端（１２８）をさらに含んでいる。
【００８４】
　止めラッチ（１２０）は、ロック要素（１０８）がロック位置で固定される固定位置と
、ロック要素（１０８）がエンクロージャー（５５）に向かって自由に枢動してパネル（
１００）の切り落とされたくぼみ（１１０）を解除する解放位置との間で枢動するように
構成される。図４Ｂで示される固定位置において、ロック要素（１０８）のエンクロージ
ャーに向かう枢動が起きないようにし、かつ、エンクロージャーがロック位置で維持され
るように、尾部（１２２）は当接機構（１２４）と係合する。他方では、解放位置におい
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て、ロック要素（１０８）のくぼみ（１１０）から離れてアンロック位置へ向かう変位が
もはや起こらないように、尾部（１２２）は当接機構（１２４）から解除されるように、
止めラッチ（１２０）はわずかに枢動する。
【００８５】
　一例によれば、止めラッチ（１２０）は、エンクロージャー（１０５）内部の当接機構
（１２４）とフレーム対向部（１０７）との間で延びることができるように、ロック要素
（１０８）の幅に沿って画定されたチャネル（１２６）に取り付けられる。チャネル（１
２６）の幅は、止めラッチ（１２０）がチャネル（１２６）の内部で枢動することができ
るように、止めラッチ（１２０）の幅よりもわずかに大きい。止めラッチ（１２０）の最
大枢動角度はこのようにチャネル（１２６）の幅によって決定することができることがわ
かる。
【００８６】
　このように、止めラッチ（１２０）のその解放位置への枢動は、頭部先端（１２８）を
側方に押すことにより行うことが可能であり、それにより、エンクロージャー（１０５）
の内部の当接機構（１２４）から尾部（１２２）を解除する。
【００８７】
　ラッチ構成（１０１）は、ロック要素（１０８）をアンロック位置に変位させるように
構成された作動機構（１３０）をさらに含む。例示された例によれば、作動機構（１３０
）は、ロック要素（１０８）が固定されず、アンロック位置へと枢動可能となるように、
止めラッチ（１２０）をその解放位置へ枢動するようにさらに構成される。
【００８８】
　作動機構（１３０）は、例えば、フレーム対向部（１０７）のすぐ近くで画定され、お
よびパネル（１００）に対して横方向に延びる溝（１３５）の内部でパネル上に摺動可能
に取り付けられた作動部材（１３２）を含む。作動部材（１３２）は、パネル（１００）
の外側表面に面する第１の端部（１３４ａ）と、頭部先端（１２８）に面する第２の端部
（１３４ｂ）とを含む。
【００８９】
　作動機構（１３０）は、パネル（１００）上で枢動可能に取り付けられた手動で操作可
能なハンドル（１３８）をさらに含み、その第１の端部がパネル（１００）から離れるよ
うに枢動されるとき、図２Ｄで示されるように、第２の端部（１４０）はパネルの方へ押
される。ハンドル（１３８）の第２の端部（１４０）は作動部材（１３２）の第１の端部
（１３４ａ）と係合するように構成される。
【００９０】
　このように、ハンドル（１３８）がパネル（１００）から離れるように枢動されるとき
、作動部材（１３２）は、ハンドル（１３８）の第２の端部（１４０）によって押され、
摺動し、それにより、止めラッチ（１２０）の頭部先端（１２８）を押すように促される
。結果として、尾部（１２２）がエンクロージャー（１０５）の内部で当接機構（１２４
）を解除するように、止めラッチ（１２０）はその解放位置へ枢動し、ロック要素（１０
８）はくぼみ（１１０）から離れるように自由に枢動することができる。上記に説明され
るように、止めラッチ（１２０）が最大枢動角度まで枢動されるとき、止めラッチ（１２
０）の尾部（１２２）がチャネル（１２６）の内壁に当接するように、止めラッチ（１２
０）が取り付けられているチャネル（１２６）はあらかじめ決められた枢動角度を許可す
るように構成される。これに応じて、作動部材（１３２）のさらなる変位により、第２の
端部（１３４ｂ）が、もはや枢動することができない止めラッチ（１２０）の頭部先端（
１２８）をさらに押し、それにより、止めラッチ（１２０）が取り付けられているロック
要素（１０８）をくぼみ（１１０）から離れるように変位させる。
【００９１】
　このように、その第１の端部がパネル（１００）から引き離されるようなハンドル（１
３８）の単一の枢動動作は、ロック要素（１０８）がアンロック位置へと枢動した直後に
、止めラッチ（１２０）をその解放位置へと動かす。
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【００９２】
　図４Ｅで示されるように、例示される例によれば、パネルの開放方向へ向かうハンドル
の枢動により、作動部材（１３２）が止めラッチ（１２０）をその解放位置へ変位させ、
ロック要素（１０８）をそのアンロック位置へ変位させるように、ハンドル（１３８）は
パネル（１００）上に取り付けられる。このように、ドアパネル（１００）をアンロック
して開くことが望ましいとき、一方向への単一の動作が必要とされる。
【００９３】
　ロック要素（１０８）は、ロック要素（１０８）をエンクロージャー（１０５）から離
れてロック位置へと促すように構成された戻し機構（図示せず）を含み得ることがわかる
。同様に、止めラッチ（１２０）は、その安定した位置に配置されるように通常は付勢を
かけることが可能である。
【００９４】
　図５Ａ乃至図６Ｂは、パネル（１５０）をフレーム要素（１５２）に固定するために構
成された、別の例にかかるラッチ構成（１５１）を有するドアまたは窓を示す。前の例に
おいて、パネルは開き戸のパネルであり、その閉状態でフレーム要素（１５２）上で画定
されたショルダー部（１５４）に当接するように構成され、これは、内部でラッチ構成（
１５１）を保持するためのエンクロージャー（１５５）を含む。加えて、パネルはその端
部のすぐ近くに枢動可能に取り付けられたハンドル（１８２）を含み、以下に詳細に説明
されるようにパネル（１５０）の開放を許可するように構成される。
【００９５】
　前の例のように、ラッチ構成（１５１）は、フレーム要素（１５２）上に枢動可能に取
り付けられたロック要素（１５８）を含み、および図５Ｂに示されるようなロック位置と
、図５Ｄおよび３Ｅで示されるアンロック位置との間で変位可能である。加えて、前の例
のように、ラッチ構成（１５１）は、ロック位置でロック要素（１５８）を固定するため
に選択的に展開可能な止めラッチ（１７０）を含む。
【００９６】
　さらに、前の例において、ロック要素（１５８）と止めラッチ（１７０）の作動は、ド
アパネル（１５０）上に枢動可能に取り付けられた手動のアクチュエータ（１８７）によ
って、あるいはエンクロージャー（１５５）の内部で取り付けられた回転アクチュエータ
（１６７）によって実行可能である。
【００９７】
　しかしながら、本例によれば、止めラッチ（１７０）は、パネル（１５０）に取り付け
られた手動のアクチュエータ（１８７）上で捕捉部材（１８８）と係合することにより、
ロック要素（１５８）を固定にするように構成されることに注意されたい。これは、止め
ラッチ（１７０）が、フレーム要素（１５２）上に取り付けられた当接機構と係合するこ
とによりロック要素（１５８）を固定するように構成されている図４Ａ乃至４Ｅの例とは
対照的である。
【００９８】
　図５Ｂ乃至５Ｅに関して本例の詳細な説明が以下に続く。ロック要素（１５８）は、ド
アパネル（１５０）のフレーム対向部（１５７）上に画定されたくぼみ（１６０）に係合
するように構成された第１の端部（１６４）と、フレーム要素（１５２）に付けられた第
２の端部（１６６）とを含む。図５Ｂに示されるように、ロック位置では、ロック要素（
５８）はパネル（１５０）の方へ枢動し、およびパネル（１５０）に対して斜角に配され
る。このように、ロック位置では、ロック要素（１５８）の第１の端部（１６４）は切り
落とされたくぼみ（１６０）と係合して、フレーム要素（１５２）へパネル（１５０）を
ロックし、および、アンロック位置では、図３Ｅで示されるように、パネル（１５０）が
アンロックされ、その開状態まで自由に回転することができるように、ロック要素（１５
８）は切り落とされたくぼみ（１６０）から離れて枢動する。
【００９９】
　本例にかかる止めラッチ（１７０）はロック要素（１５８）に枢動可能に取り付けられ
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、および、エンクロージャー（１５５）へ延び、かつ、エンクロージャー（１５５）の内
部に取り付けられた回転アクチュエータ（１６７）を係合するように構成された尾部（１
７２）を含む。加えて、ロック要素（１５８）は、尾部（１７２）に対向し、フレーム対
向部（１５７）の方へ延びる止めラッチ（１７０）の端部上で画定されたフック（１７８
）を含んでいる。
【０１００】
　フック（１７８）は、ロック要素（１５８）がそのロック位置で固定されるように、パ
ネル（１５０）の手動のアクチュエータ（１８７）上で画定された捕捉部材（１８８）を
係合するように構成される。
【０１０１】
　したがって、止めラッチ（１７０）は、ロック要素（１５８）がフック（１７８）の捕
捉部材（１８８）との係合によってそのロック位置で固定される固定位置と、ロック要素
（１５８）がエンクロージャー（１５５）へ自由に枢動してパネル（１５０）の切り落と
されたくぼみ（１６０）を係合する解放位置との間で、枢動するように構成される。
【０１０２】
　上に言及されるように、本例にかかるラッチ構成（１５１）は、エンクロージャー（１
５５）の内部に取り付けられた回転アクチュエータ（１６７）を含む。回転アクチュエー
タ（１６７）は、止めラッチ（１７０）の尾部（１７２）と係合する一方で、止めラッチ
（１７０）の枢動動作に平行な動作の第１および第２の方向に選択的に回転するように構
成される。代替的に、回転アクチュエータ（１６７）は、完全なサイクルまたは回転の後
に、止めラッチ（１７０）がその元々の位置（つまり、固定された位置）へ戻るように枢
動するように、１つの方向に回転するように構成可能である。
【０１０３】
　図５Ｃと５Ｄで示されるように、回転アクチュエータ（１６７）が第１の方向に回転す
るとき、止めラッチ（１７０）のもう１つの端部のフック（１７８）が手動のアクチュエ
ータ（１８７）上の捕捉部材（１８８）を解除するまで、その回転運動により止めラッチ
（１７０）の尾部（１７２）は枢動するように促され、止めラッチ（１７０）は解放位置
へ変位される。
【０１０４】
　図５Ｄで示されるように、第１の方向への回転アクチュエータ（１６７）のさらなる回
転が、ロック要素（１５８）にくぼみ（１６０）から離れてアンロック位置へ枢動するよ
うに促すように、止めラッチ（１７０）の枢動角度は、ロック要素（１５８）との係合に
よって制限可能である。
【０１０５】
　図５Ｅに関して、ロック要素（１５８）がくぼみ（１６０）から遠ざかるように枢動し
て、完全にそこから解除されると、ドアパネル（１５０）をハンドル（１８２）によって
その開状態まで引っ張ることが可能である。
【０１０６】
　止めラッチ（１７０）の尾部（１７２）が固定された位置へ戻るように枢動可能であり
、ロック要素（１５８）がロック位置に戻るように枢動されるように、回転アクチュエー
タ（１６７）は第２の方向に回転可能である。止めラッチ（１７０）およびロック要素（
１５８）の、それぞれ固定位置およびロック位置への枢動は、ばね（図示せず）などの戻
し機構によって実行可能であると理解される。これに応じて、回転アクチュエータ（１６
７）は回転アクチュエータ（１６７）が第１の方向に回転するときに、こうした戻し機構
の力に対向するように構成される。しかしながら、回転アクチュエータ（１６７）が第２
の方向に回転するとき、止めラッチ（１７０）とロック要素（１５８）は、戻し機構の力
によってそれぞれ固定位置とロック位置に戻るように促される。
【０１０７】
　回転アクチュエータ（１６７）は、止めラッチ（１７０）とロック要素（１５８）を枢
動するように構成されたリニアアクチュエータと取り替え可能であることが認識される。
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【０１０８】
　上記のように、本例によれば、ロック要素（１５８）と止めラッチ（１７０）の作動は
、ドアパネル（１５０）上に枢動可能に取り付けられた手動のアクチュエータ（１８７）
によって実行することができる。手動のアクチュエータ（１８７）は、グリップ（１８５
）と手動のアクチュエータ（１８７）を含むハンドル（１８２）と一体的に形成可能であ
る。ハンドル（１８２）はグリップ（１８５）と手動のアクチュエータ（１８７）との間
で画定された枢動点（１８４）の回りをパネル（１５０）上で枢動するように構成可能で
ある。本例によれば、手動のアクチュエータ（１８７）は、図５Ｂで示されるように、ロ
ック位置のロック要素（１５８）上で画定された凹部（１６２）と係合するように構成さ
れる。
【０１０９】
　上記のように、本例によれば、ロック位置とアンロック位置との間でロック要素を変位
させるための作動機構は、手動のアクチュエータ（１８７）と回転アクチュエータ（１６
７）とを含む。手動のアクチュエータ（１８７）と回転アクチュエータ（１６７）は互い
から独立して動作可能であることが認識される。
【０１１０】
　ここで、手動のアクチュエータ（１８７）の操作が例証されている図６Ａと６Ｂを参照
する。ドアパネル（１５０）の手動による開放について、ハンドル（１８２）は、パネル
（１５０）の開放方向に向かって枢動可能であり、それによって、手動のアクチュエータ
（１８７）を凹部（１６２）から摺動させ、フック（１７８）から捕捉部材（１８８）を
解除させ、ロック要素（１５８）は止めラッチ（１７０）と捕捉部材（１８８）によって
もはや固定されなくなる。図４Ｂで示されるように、パネル（１５０）の開放方向へハン
ドル（１８２）を枢動させることで、手動のアクチュエータ（１８７）がくぼみ（１６０
）から離れてアンロック位置へとロック要素（１５８）を押す。
【０１１１】
　図７Ａ乃至７Ｅは、引き戸のパネル（２００）をフレーム要素（２０２）に固定するよ
うに構成されたラッチ構成（２０１）を示し、これは、パネルが開き戸のパネルである前
の例とは対照的である。前の例に似て、ラッチ構成（２０１）は、フレーム要素（２０２
）上で枢動可能に取り付けられロック要素（２１０）と、パネル（２００）に取り付けら
れた手動で操作可能なハンドル（２１２）を含み、およびフレーム要素（２０２）へパネ
ルをロックするためにロック要素（２１０）と相互に作用するように構成された作動機構
とを含む。
【０１１２】
　フレーム要素（２０２）は、第２の側部（２０４ｂ）に連結された第１の側部（２０４
ａ）を含み、第２の側部（２０４ｂ）は第１の側部（２０４ａ）から離間して配され、そ
うすることでその間のエンクロージャー（２０６）を画定する。エンクロージャー（２０
６）はパネル（２００）の端部セグメントを収容するように構成される。
【０１１３】
　フレーム要素（２０２）は、その縁と第２の側部（２０４ｂ）との間の開放部（２０５
）を画定する第１の側部（２０４ａ）からエンクロージャー（２０６）の内部で横方向に
延びる当接部分（２０８）をさらに含む。開口部（２０５）は、パネル（２００）の端部
セグメントが内部を通ってエンクロージャー（２０６）へ摺動するのを可能にするように
構成される。
【０１１４】
　この例によれば、パネル（２００）は、フレーム要素（２０２）の第１の側部（２０４
ａ）に向かってパネル（２００）の表面から突出するショルダー部（２０９）を有するく
ぼみを含み得る。
【０１１５】
　ロック要素（２１０）は、第１の端部（２１２ａ）と第２の端部（２１２ｂ）を含み、
エンクロージャー（２０６）に配置され、ロック位置（図７Ａと７Ｂ）とアンロック位置
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（図７Ｄと７Ｅ）との間で変位可能である。ロック位置では、ロック要素（２１０）の第
１の端部（２１２ａ）はパネル（２００）のショルダー部（２０９）と係合し、その一方
で、第２の端部（２１２ｂ）はフレーム要素（２０２）の当接部分（２０８）と係合して
、それによってエンクロージャー（２０６）からのパネル（２００）の摺動を妨げる。ア
ンロック位置では、ロック要素（２１０）の第１の端部（２１２ａ）がパネル（２００）
のショルダー部（２０９）から解除され、パネル（２００）がフレーム要素（２０２）か
ら離れてその開状態まで摺動するように、ロック要素（２１０）は枢動される。
【０１１６】
　例によれば、第１の端部（２１２ａ）が対応する角度でも形成可能なショルダー部（２
０９）と係合するように、ロック位置のロック要素（２１０）はパネル（２００）に対し
て斜角で延びる。ショルダー部（２０９）はパネル（２００）と一体的に形成可能である
か、パネル（２００）に取り付けられた外観であり得るということが認識される。このよ
うに、ロック要素（２１０）のロック位置では、パネルの開放方向に向かうパネル（２０
０）の変位は、ロック要素（２０８）とフレーム要素（２０２）の突き合わせ部分（２０
８）との間でもたらされる圧縮力によって対抗される。
【０１１７】
　ラッチ構成（２０１）は、エンクロージャー（２０８）の内部で枢動可能に取り付けら
れて、第１のアーム（２１６ａ）と第２のアーム（２１６ｂ）を有するポジティブロック
部材（ｐｏｓｉｔｉｖｅ　ｌｏｃｋ　ｍｅｍｂｅｒ）（２１５）を含む。第１のアーム（
２１６ａ）は閉状態のときにパネル（２００）の縁と係合するように構成され、第２のア
ーム（２１６ｂ）はロック要素（２１０）の表面と係合するように構成される。パネル（
２００）がエンクロージャー（２０８）に摺動して閉状態になるとき、パネル（２００）
の縁は第１のアーム（２１６ａ）と係合してパネル（２００）の閉方向に平行な方向にそ
れを押すように、ポジティブロック部材（２１５）は構成される。結果として、ポジティ
ブロック部材（２１５）は枢動し、第２のアーム（２１６ｂ）はロック要素（２１０）を
ロック位置に促し、つまり、第１の端部（２１２ａ）はショルダー部（２０９）に係合す
る。したがって、ポジティブロック部材（２１５）は、ドアパネル（２００）の閉鎖時に
、ロック要素（２１０）のロック位置への自律的な変位を可能にする。
【０１１８】
　前の例のように、ラッチ構成（２０１）は、ロック位置でロック要素（２１０）を固定
するために選択的に展開可能な止めラッチ（２１８）をさらに含む。止めラッチ（２１８
）は、ロック要素（２１０）の内部で摺動可能に取り付けられ、その１つの端部上で画定
されたフック部（２２０ａ）と、その対抗する端部上で画定された係合部分（２２０ｂ）
とを含む。止めラッチ（２１８）はロック要素（２１０）の内部で摺動するように構成さ
れ、その一方で、フック部（２２０ａ）はロック要素（２１０）の１つの側に配置され、
係合部分（２２０ｂ）はロック要素（２１０）の第２の側に配置される。止めラッチ（２
１８）は、フック部（２２０ａ）がフレーム要素（２０２）上の捕捉部材（２２４）の形
をした当接機構と係合している従事している固定位置と、フック部（２２０ａ）が捕捉部
材（２２４）から解除される解放位置との間で摺動するように構成される。
【０１１９】
　止めラッチ（２１８）のフック部（２２０ａ）とフレーム要素（２０２）上の捕捉部材
（２２４）は、ロック要素（２１０）がそのロック位置へ枢動するときに、互いに係合す
るように構成される。すなわち、ロック要素（２１０）がロック位置にあるとき、フレー
ム要素（２０２）上の捕捉部材（２２４）は、止めラッチ（２１８）の摺動軸と平行に配
置される。このように、この位置では、図７Ｂと７Ｃで示されるように止めラッチ（２１
８）は、フック部（２２０ａ）がフレーム要素（２０２）上の捕捉部材（２２４）と係合
し、それにより、ロック要素（２１０）のアンロック位置への枢動を防ぐ、固定位置と、
フック部（２２０ａ）が捕捉部材（２２４）から解除して、ロック要素（２１０）がその
アンロック位置へ自由に枢動する、解放位置との間で、選択的に摺動可能である。
【０１２０】
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　止めラッチ（２１８）がロック要素（２１０）に取り付けられるため、後者がそのアン
ロック位置へ枢動するとき、捕捉部材（２２４）は止めラッチ（２１８）の摺動軸ともは
や平行ではなく、図７Ｄで示されるように、フック部（２２０ａ）はもはや捕捉部材（２
２４）と係合することはできない。この位置では、パネル（２００）は図７Ｆで示される
ようなエンクロージャー（２０６）から摺動可能である。
【０１２１】
　止めラッチ（２１８）はロック要素（２１０）の内部に取り付けられたばね部材（図示
せず）によって付勢され、止めラッチ（２１８）を固定位置へと促す。
【０１２２】
　ラッチ構成（２０１）は、パネル（２００）上に取り付けられた手動で操作可能なハン
ドル（２１２）を含み、および、フレーム要素（２０２）へパネルをロックするためにロ
ック要素（２１０）と相互に作用するように構成された、作動機構をさらに含む。
【０１２３】
　例示される例によれば、ハンドル（２１２）は、パネル（２００）に枢動可能に取り付
けられ、グリップ（２３０）と作動部材（２３２）を含む。作動部材（２３２）はパネル
（２００）の表面に近接して配置され、グリップ（２３０）はしっかりと握ることができ
るようにパネル（２００）の表面から離れて突出する。
【０１２４】
　パネル（２００）の縁がエンクロージャー（２０６）の内部に挿入されるとき、作動部
材（２３２）はそれで挿入され、止めラッチ（２１８）の係合部分（２２０ｂ）と係合す
るように構成されるように、ハンドル（２１２）は取り付けられる。
【０１２５】
　ハンドル（２１２）は、作動部材（２３２）がパネル（２００）の表面に向かって枢動
する第１の位置と、作動部材（２３２）がパネル（２００）の表面から離れて枢動する第
２の位置との間で枢動可能である。図７Ｃで示されるように、パネルが閉状態にあるとき
、ハンドル（２１２）を第２の位置に枢動すると、作動部材（２３２）は止めラッチ（２
１８）の係合部分（２２０ｂ）と係合し、止めラッチ（２１８）はその解放位置へ摺動す
るように促される。この位置では、フック部（２２０ａ）は捕捉部材（２２４）から解除
し、ロック要素（２１０）はそのアンロック位置へ自由に枢動することができる。
【０１２６】
　図７Ｃで見られるように、ロック要素（２１０）の内部の止めラッチ（２１８）の摺動
は、ロック要素（２１０）に当接する係合部分（２２０ｂ）によって制限される。したが
って、図６Ｄで示されるように、ハンドル（２１２）をさらに枢動することで、係合部分
（２２０ｂ）はそのアンロック位置まで枢動するようにロック要素（２１０）を促す。
【０１２７】
　このように、作動部材（２３２）がパネル（２００）から引き離されるようにハンドル
（２１２）を枢動する単一の動作は、ロック要素（２１０）がアンロック位置へと枢動し
た直後に、止めラッチ（２１８）をその解放位置へと動かす。
【０１２８】
　図７Ｅで示されるように、例示される例によれば、パネル（２００）の開放方向へ向か
うグリップ（２３０）の枢動により、作動部材（２３２）が止めラッチ（２１８）をその
解放位置へ変位させ、ロック要素（２１０）をそのアンロック位置へ変位させるように、
ハンドル（２１２）はパネル（２００）上に取り付けられる。このように、ドアパネル（
２００）をアンロックして開くことが望ましいとき、一方向へグリップ（２３０）を引く
単一の動作が必要とされる。
【０１２９】
　図８Ａ乃至８Ｅは、開き戸のパネル（２５０）をフレーム要素（２５２）に固定するた
めのラッチ構成（２５１）を例証する。
【０１３０】
　前の例でのように、パネル（２５０）は、ラッチ構成（２５１）が取り付けられたフレ
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ーム要素（２５２）上で画定されるショルダー部（２５４）に閉状態で当接するように構
成される。前の例のように、ラッチ構成（２５１）は、フレーム要素（２５２）上に枢動
可能に取り付けられ、および図８Ａに示されるようなロック位置と図８Ｄおよび８Ｅで示
されるアンロック位置との間で変位可能なロック要素（２５８）を含む。加えて、前の例
のように、ラッチ構成（２５１）は、ロック位置でロック要素（２５８）を固定するため
に選択的に展開可能な止めラッチ（２６０）を含む。
【０１３１】
　しかしながら、本例によれば、止めラッチ（２６０）はフレーム要素（２５２）に枢動
可能に取り付けられ、止めラッチ（２６０）の少なくとも１つの部分がロック要素（２５
８）上で画定された、あるいはロック要素（２５８）に連結された捕捉部材（２５６）の
形態で当接機構に係合している固定位置と、止めラッチ（２６０）の少なくとも１つの部
分が捕捉部材（２５６）から離れるように引き戻される解放位置との間で枢動するように
構成される。これは、止めラッチがロック要素に取り付けられ、選択的にフレーム要素あ
るいはパネル上の当接機構と係合するように構成される前の例とは対照的である。
【０１３２】
　下記は図８Ａ乃至８Ｅの例の詳細な説明である。ロック要素（２５８）は、ドアパネル
（２５０）のフレーム対向部（２５７）上に画定されたくぼみ（２５９）に係合するよう
に構成された第１の端部（２６６）と、フレーム要素（２５２）に付けられた第２の端部
（２６８）とを含む。図８Ａに示されるように、ロック位置では、ロック要素（２５８）
はパネル（２５０）の方へ枢動し、およびパネル（２５０）に対して斜角に配される。こ
のように、ロック位置では、ロック要素（２５８）の第１の端部（２６６）は切り落とさ
れたくぼみ（２５９）と係合して、フレーム要素（２５２）へパネル（２５０）をロック
し、および、アンロック位置では、図８Ｄと８Ｅで示されるように、パネル（２５０）が
アンロックされ、その開状態まで自由に回転することができる。
【０１３３】
　上に示されるように、本例にかかる止めラッチ（２６０）はフレーム要素（２５２）に
枢動可能に取り付けられ、および、止めラッチ（２６０）の固定位置でロック要素（２５
８）に連結された捕捉部材（２５６）と係合するように構成されたフック（２６２）を含
む。
【０１３４】
　止めラッチ（２６０）は、止めラッチ（２６０）がフレーム要素（２５２）に枢動可能
に取り付けられた軸と同じ軸の回りで止めラッチ（２６０）に枢動可能に連結されたパネ
ル当接部材（２６１）を含む。
【０１３５】
　当接部材（２６１）は一般に、収縮ばね（２７７）の力の下、止めラッチ（２６０）の
方へ枢動する傾向がある。したがって、パネル（２５０）がその閉状態にあるとき、パネ
ル（２５０）は当接部材（２６１）を押し、当接部材をフレーム要素（２５２）の方へ枢
動させる。しかしながら、収縮ばね（２７７）が当接部材（２６１）に対するその配置を
維持するように止めラッチ（２６０）に促すので、止めラッチ（２６０）は当接部材（２
６１）と一緒に、反対方向に、つまり、くぼみ（２５９）の方へ枢動する。このように、
パネルが閉じられているとき、止めラッチ（２６０）は固定位置で維持される。
【０１３６】
　加えて、止めラッチ（２６０）は、例えば、止めラッチ（２６０）をフレーム要素（２
５２）に向かって枢動するように促すように構成されたねじりばね（２７５）によって付
勢されたばねでありえる。止めラッチ（２６０）は一般に、収縮ばね（２７７）の力を受
けて当接部材（２６１）の方へ枢動するのを維持されるため、ねじりばね（２７５）がフ
レーム要素（２５２）に向かって止めラッチ（２６０）を枢動するように促すとき、当接
部材（２６１）はパネル（２５０）に向かって枢動する。
【０１３７】
　閉鎖位置のパネル（２５０）は、ねじりばね（２７５）が当接部材（２６１）と止めラ
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ッチ（２６０）の枢動を防ぐことが認識されよう。パネル（２５０）が開状態にあるとき
、ねじりばね（２７５）はフレーム要素（２５２）に向かって止めラッチ（２６０）を自
由に枢動させることができ、一方で、当接部材（２６１）はフレーム要素（２５２）から
離れて枢動する。このように、パネルが閉じられ、フレーム要素（２５２）の方へ動かさ
れるとき、パネル（２５０）のフレーム対向部（２５７）は止めラッチ（２６０）によっ
てブロックされず、パネル（２５０）はフレーム要素（２５２）に自由に到達することが
できる。
【０１３８】
　本例にかかる作動機構は回転アクチュエータ（２７０）を含み、回転アクチュエータ（
２７０）は、回転アクチュエータ（２７０）の回転軸からずれて取り付けられたボルト（
２７２）を有する。ボルト（２７２）はロック要素（２５８）に連結されたアーム（２６
５）との係合を維持するように構成される。したがって、回転アクチュエータ（２７０）
の回転により、ボルト（２７２）は回転経路に沿って変位され、上記のようなアーム（２
６５）がそれによって変位されることで、くぼみ（２５９）に向かって、および、くぼみ
（２５９）から離れて、代替的な動作でロック要素（２５８）を枢動させる。
【０１３９】
　回転アクチュエータ（２７０）は、その外側周辺上のある位置で画定された切り落とさ
れた部分（２７４）を含む。切り落とされた部分（２７４）は、ロック要素（２５８）の
捕捉部材（２５６）に隣接して配置されるとき、止めラッチ（２６０）がその固定位置で
、図８Ａで示されるように、切り落とされた部分（２７４）上に乗った状態で配置可能で
あるように、構成される。この位置では、回転アクチュエータ（２７０）の回転はボルト
（２７２）とアーム（２６５）の係合によって防がれる。なぜなら、アーム（２６５）と
アーム（２６５）が連結するロック要素（２５８）は、止めラッチ（２６０）によって固
定され、アンロック位置へと枢動することができないからである。
【０１４０】
　作動機構はさらに（解放位置へ止めラッチ（２６０）を押すように構成された）押し出
しロッド（２６９）を含む。この位置では、当接部材（２６１）がパネル（２５０）によ
ってブロックされ、フレーム要素（２５２）から離れて枢動することができないため、押
し出しロッド（２６９）は収縮ばね（２７７）の力に対してフレーム要素（２５２）の方
へ止めラッチ（２６０）を駆り立てる。
【０１４１】
　したがって、図８Ｂで示されるように、押し出しロッド（２６９）が押されると、フッ
ク（２６２）はロック要素（２５８）の捕捉部材（２５６）を解除して、その結果、後者
はもはや固定されず、アンロック位置へ枢動することができる。
【０１４２】
　この位置では、ボルト（２７２）はもはやアーム（２６５）によって固定されず、ロッ
ク要素（２５８）がくぼみ（２５９）から離れて枢動することができるため、これに応じ
て、回転アクチュエータ（２７０）を可能にしてボルト（２７２）を変位させることがで
きる。図８Ｃで示されるように、回転アクチュエータ（２７０）が回転するとき、ボルト
（２７２）が係合しているアーム（２６５）が前後に枢動するように、ボルト（２７２）
は回転経路に沿って変位される。つまり、ボルト（２７２）が回転経路の前半に沿って変
位されるとき、アーム（２６５）は枢動され、ロック要素はくぼみ（２５９）から離れて
動かされる。ボルト（２７２）が回転経路の後半に沿って変位されるとき、アーム（２６
５）は枢動され、ロック要素（２５８）はくぼみ（２５９）の方へ動かされる。
【０１４３】
　図８Ｃで示されるように、回転アクチュエータ（２７０）が回転するとき、切り落とさ
れた部分（２７４）は、ロック要素（２５８）の捕捉部材（２５６）から離れるようにそ
れとともに回転する。したがって、この位置では、止めラッチ（２６０）は回転アクチュ
エータ（２７０）の周辺部と係合し、ゆえに、捕捉部材（２５６）の方へ向かって固定位
置へと枢動するのを防がれる。これに応じて、図８Ｄと８Ｅで示されるように、ロック要
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素（２５８）がアンロック位置へ枢動してパネル（２５０）を開かせるまで、回転アクチ
ュエータ（２７０）は、アーム（２６５）をさらに押して回転することができる。
【０１４４】
　図８Ｅで示されるように、回転アクチュエータ（２７０）のさらなる回転により、アー
ムとロック要素（２５８）はロック位置へ戻るように枢動する。回転アクチュエータ（２
７０）が１回の回転を終えると、ボルト（２７２）はその回転経路を完成させ、切り落と
された部分（２７４）はロック要素（２５８）の捕捉部材（２５６）に再度隣接して配さ
れる。この位置では、止めラッチ（２６０）は、回転アクチュエータ（２７０）の周辺部
とはもはや係合せず、固定位置へと枢動して戻ることができ、固定位置では、切り落とさ
れた部分（２７４）にあり、フック（２６２）はロック要素（２５８）の捕捉部材（２５
６）と係合する。
【０１４５】
　図８Ｄと８Ｅで示されるように、パネル（２５０）が開状態まで自由に変位されるため
、当接要素は収縮ばね（２７７）の力を受けてフレーム要素（２５２）から遠ざかるよう
に駆り立てられる。
【０１４６】
　押し出しロッド（２６９）は手動で作動させることが可能であり、回転アクチュエータ
（２７０）は、いったん止めラッチ（２６０）がその解放位置へ枢動すると、自動的に回
転するように構成可能であることが理解されたい。
【０１４７】
　図９Ａ乃至９Ｂは、図８Ａ乃至８Ｅのラッチ構成（２５１）とほぼ同じようにラッチ構
成（３０１）を例証しており、類似の参照数字は類似の要素を指定している。
【０１４８】
　ラッチ構成（３０１）は、ロック位置とアンロック位置との間で枢動し、回転アクチュ
エータ（２７０）上に取り付けられたボルト（２７２）と係合するアーム（２６５）を有
する、ロック要素（２５８）を含む。ラッチ構成（３０１）は、フレーム要素（２５２）
上に枢動可能に取り付けられ、および、ロック要素（２５８）の捕捉部材（２５６）を固
定位置で係合するように構成されたフック（２６２）を有する、止めラッチ（２６０）を
さらに含む。前の例でのように、固定位置では、止めラッチ（２６０）は、回転アクチュ
エータ（２７０）の切り落とされた部分（２７４）にあり、回転アクチュエータ（２７０
）の回転を防ぐ。しかしながら、例示される例によれば、解放位置への止めラッチ（２６
０）の変位は、前の例の押し出しロッド（２６９）とは対照的に、プルロッド（３１０）
によって実行される。プルロッド（３１０）は枢動アーム（３１５）に連結可能であり、
その第１の部分（３１８ａ）はプルロッド（３１０）に連結され、一方で、その第２の部
分（３１８ｂ）は止めラッチ（２６０）と係合し、かつ後者をその解放位置へ枢動するよ
うに構成される。このようにプルロッド（３１０）を引っ張ることができ、これで枢動ア
ーム（３１５）の第１の部分（３１８ａ）を引っ張ることで後者の枢動動作を引き起こし
、枢動アーム（３１５）の第２の部分（３１８ｂ）は、回転アクチュエータ（２７０）の
切り落とされた部分（２７４）から止めラッチ（２６０）を遠ざけるように駆り立てる。
結果として、回転アクチュエータ（２７０）は、自由に回転するとともに、図８Ｃ乃至８
Ｅに詳細に記載されるように、アンロック位置へのロック要素（２５８）の枢動動作を引
き起こす。
【０１４９】
　図１０Ａ乃至１０Ｃは、図３Ａ乃至３Ｅのラッチ構成（５１）と実質的に同じラッチ構
成（３５０）を例証し、窓（３５５）のパネルの固定のために実装され、ここでは、２つ
のヒンジ式パネル（３５２）を有する両開き窓として例証されている。ラッチ構成（３５
０）は、窓（３５５）のフレーム要素（３６２）上に枢動可能に取り付けられたロック要
素（３５８）と、ロック要素（３５８）の内部に摺動可能に取り付けられ、およびパネル
（３５２）の寸法に沿って形成された凹部と選択的に係合するように構成された止めラッ
チ（３６０）とを含む。
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【０１５０】
　図１０Ｂで示されるように、例示される例によってロック位置では、ロック要素（３５
８）は、パネル（３５２）を開くことができないように、フレーム要素（３６２）から突
出するように構成される。例示される例にかかるロック要素は、フレーム要素（３６２）
の底部の大部分に沿って延び、その閉鎖位置にあるとき、ロック要素（３５８）は両方の
パネル（３５２）と係合して、開口を防ぐ。
【０１５１】
　第２のラッチ構成（３７０）は、底フレーム要素（３６２）に沿って取り付けられた、
ラッチ構成（３５０）に似ている。このように、ラッチ構成（３５０）と（３７０）のロ
ック位置において、パネル（３５２）の上部と下部の両方は閉状態で固定されたままであ
る。
【０１５２】
　図１１Ａ－１１Ｅは、本発明の別の例を示す。前の例のように、ラッチ構成（４００）
は、フレーム要素（４０２）上に枢動可能に取り付けられ、および図１１Ａに示されるよ
うなロック位置と図１１Ｄで示されるアンロック位置との間で変位可能なロック要素（４
０８）を含む。加えて、前の例のように、ラッチ構成（４００）は、ロック位置でロック
要素（４０８）を固定するために選択的に展開可能な止めラッチ（４１０）を含む。
【０１５３】
　しかしながら、本例によれば、止めラッチ（４１０）は、１つの端部上でフレーム要素
（４０２）に対して枢動可能に取り付けられ、対向端部上でロック要素（４０８）に枢動
可能に取り付けられた、オーバーセンターリンケージ（ｏｖｅｒ－ｃｅｎｔｅｒ　ｌｉｎ
ｋａｇｅ）である。止めラッチ（４１０）は、１つの端部上でフレーム要素（４０２）に
枢動可能に取り付けられた第１のアーム（４１４ａ）と、ロック要素（４０８）に枢動可
能に取り付けられた第２のアーム（４１４ｂ）と、第１のアーム（４１４ａ）と第２のア
ーム（４１４ｂ）の間に配置された継手部（４０５）とを含むことがあり、止めラッチ（
４１０）は、固定位置と解放位置との間で継手部（４０５）の回りを枢動可能である。
【０１５４】
　固定位置では、止めラッチ（４１０）は、中心の枢動軸が「オーバーセンター」、つま
り、フレーム要素（４０２）への第１のアーム（４１４ａ）の接続と、ロック要素（４０
８）への第２のアーム（４１４ｂ）の接続の枢動軸を連結する線をちょうど超えて配置さ
れ、したがって、ロック要素（４０８）が引き戻されるのを防ぐためのデッドボルト構成
として役立つ。解放位置では、止めラッチ（４１０）は、ロック要素（４０８）を引っ張
る継手部（４０５）の回りで折り重ねられる。
【０１５５】
　下記は図１１Ａ乃至１１Ｅの例の詳細な説明である。ロック要素（４０８）は、パネル
（４０６）のフレーム対向部（４０７）上に画定されたくぼみ（４０９）に係合するよう
に構成された第１の端部（４１６）と、フレーム要素（４０２）に枢動可能に取り付けら
れた第２の端部（４１８）とを含む。図１１Ａで示されるように、ロック位置では、ロッ
ク要素（４０８）はパネル（４０６）の方へ枢動し、およびパネル（４０６）に対して斜
角に配される。このように、ロック位置では、ロック要素（４０８）の第１の端部（４１
６）はくぼみ（４０９）と係合し、フレーム要素（４０２）へパネル（２５０）をロック
し、および、アンロック位置では、図１１Ｄと１１Ｅで示されるように、パネル（４０６
）がアンロックされ、その開状態まで自由に回転することができる。
【０１５６】
　上に示されるように、本例にかかる止めラッチ（４１０）は、フレーム要素（４０２）
とロック要素（４０８）との間で枢動可能に取り付けられ、および、さらに好ましくは、
解放位置に向かってくぼみ（４０９）からロック要素（４０８）を引き離すための、なら
びにロック状態を達成するためにくぼみ（４０９）に向かってロック要素（４０８）を駆
り立てるための作動機構の一部として役立つ、オーバーセンターリンケージである。この
機構は最も好ましくは、手動でおよび電気的に作動するように構成される。電気的な作動
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については、電気的なアクチュエータは好ましくは、オーバーセンターリンケージをその
偏向状態に選択的に変位させるためにフレーム要素（４０２）内で展開され、それにより
、パネルをアンロックするためにロック要素（４０８）がくぼみ（４０９）と係合するこ
とを防ぐ。電気的なアクチュエータはここでは詳細に示されないが、上記の実施形態で例
証された電気的なアクチュエータに類似するやり方で実行可能である。
【０１５７】
　手動（純粋に機械的）操作については、本例にかかる作動機構は、ロック要素（４０８
）上で枢動可能に取り付けられ、および止めラッチ（４１０）、例えば、その継手部（４
０５）と係合するように構成された、回転アクチュエータ（４２０）を含む。本明細書で
例証されたとりわけ好ましい例において、枢動アクチュエータはハンドル（以下に記載さ
れる）の単一の作動動作の間に２つの連続する動作を経験するように枢動可能に構成され
る。その動作の第１の段階の間に、枢動アクチュエータはその枢動接続の回りを枢動して
ロック要素（４０８）へと至り、それにより、止めラッチ（４１０）に影響を及ぼしてリ
ンケージのオーバーセンターロックを解放する。その後、図１１Ｃで示されるように、リ
ンケージはロック要素（４０８）の当接表面に到達し、その枢動運動を止め、その結果、
枢動アクチュエータ（４２０）に加えられたさらなる圧力は、ロック要素（４０８）に直
接伝えられ、そのアンロック位置（図１１Ｄ）の方へ枢動させ、パネルを開放させる。
【０１５８】
　一例によれば、パネル（４０６）は、例えば、フレーム対向部（４０７）のすぐ近くで
画定された溝（４３５）の内部でパネル（４０６）に摺動可能に取り付けられた作動部材
（４３２）を有し、およびパネル（４０６）に対して側方に延びる、ハンドルを含み得る
。作動部材（４３２）は、パネル（４０６）の外側表面に面する第１の端部（４３４ａ）
と、回転アクチュエータ（４２０）に面する第２の端部（４３４ｂ）を含む。
【０１５９】
　作動部材（４３２）は、パネル（４０６）上に枢動可能に取り付けられた手動で操作可
能なハンドル（４３８）をさらに含み、図４Ｂと４Ｃで示されるように、その第１の端部
がパネル（４０６）から遠ざかるように枢動するとき、第２の端部（４４０）はパネルの
方へ押される。ハンドル（４３８）の第２の端部（４４０）は作動部材（４３２）の第１
の端部（４３４ａ）と係合するように構成される。
【０１６０】
　このように、ハンドル（４３８）がパネル（４０６）から遠ざかって枢動されるとき、
作動部材（４３２）はハンドル（４３８）の第２の端部（４４０）によって押され、摺動
して、止めラッチ（４２０）の枢動アクチュエータ（４２０）を押すように促される。結
果として、図１１Ｂと１１Ｃで示されるように、止めラッチ（４１０）は解放位置へ枢動
して、くぼみ（４０９）から離れてロック要素（４０８）を引き離す。ハンドルが位置し
ているパネルの側から離れる方向に継手部（４０５）を変位させることにより、本締効果
の解除が達成されるように、オーバーセンターリンケージは配向され、それにより、作動
部材（４３２）の内部への動作による開放を促すということに注目されたい。
【０１６１】
　一例によれば、ラッチ構成（４００）は自動的な作動機構を含み得る。本明細書で例証
される非限定的な例の特に好ましい特徴によれば、パネルの前縁は、図１１Ｅで示される
ような作動領域（４２２）を含み、これはパネルの閉鎖動作中に枢動アクチュエータ（４
２０）と係合し、それにより、パネルが完全な閉鎖位置に到達することができるように、
止めラッチを解除し、ロック要素（４０８）を変位させる。いったん、ロック要素（４０
８）が反対のくぼみ（４０９）にくると、それは、弾力的に、あるいは正の変位機構（図
示せず）の作用を受けて、ロック位置に戻り、止めラッチ（４１０）はそのロック位置へ
戻り、パネルを固定する。
【０１６２】
　一例によれば、ラッチ構成（４００）は、止めラッチ（４１０）をそのロック位置へと
駆り立てるためのポジティブロック機構をさらに含み得る。図１２Ａと１２Ｂで示される
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に枢動可能に取り付けられた枢動部材（４５０）を含み得る。枢動部材（４５０）はパネ
ル係合部（４５２）をさらに含み、パネル係合部（４５２）は、枢動点（４５４）の一方
の側に位置し、かつ、パネルが閉まっているときに、パネルの縁がパネル係合部（４５２
）と係合するように配される。パネル係合部（４５２）は、パネルの方へ、またはパネル
から離れて変位可能となるように配置される。
【０１６３】
　ラッチ構成（４００）は、枢動部材（４５０）に連結されたプッシュロッド（４６０）
をさらに含み、パネル係合部（４５２）が枢動点（４５４）の第１の側に取り付けられ、
プッシュロッド（４６０）は枢動点（４５４）の第２の側に取り付けられる。
【０１６４】
　このように、パネルに向かう、またはパネルから離れるパネル係合部（４５２）の変位
は、プッシュロッド（４６０）を反対の方向に変位させる。
【０１６５】
　これに応じて、図１２Ｂで示されるようにパネルが閉じられているとき、パネルの縁は
パネル係合部（４５２）をパネルから押し離し、プッシュロッド（４６０）を枢動点（４
５４）の回りで反対方向に、すなわち、止めラッチ（４１０）の方へ変位させる。プッシ
ュロッド（４５４）は、止めラッチ（４１０）と係合するように、および、止めラッチ（
４１０）をそのロック位置へと戻すべく選択的に駆り立てるように連結または構成される
。これに応じて、パネルが閉まっているとき、パネル係合部（４５２）との係合により、
止めラッチ（４１０）はそのロック位置に戻り、ロック要素（４０８）を固定する。
【０１６６】
　枢動部材（４５０）は係合突出部（４５６）をさらに含み、係合突出部（４５６）はロ
ック要素（４０８）に向かって突出し、かつ、枢動部材（４５０）が枢動点（４５４）の
回りに枢動するときに、係合突出部（４５６）がロック要素（４０８）を選択的に係合す
るように構成される。すなわち、枢動部材（４５０）が枢動し、およびプッシュロッド（
４６０）が止めラッチ（４１０）の方へ動かされるとき、係合突出部（４５６）はロック
要素（４０８）をそのロック位置に同時に押すように構成され、つまり、パネルが閉まっ
ているとき、パネル係合部（４５２）はパネルから離れるように押され、それにより、枢
動部材（４５０）を枢動させ、プッシュロッド（４６０）を止めラッチ（４１０）の方へ
変位させ、および、ロック要素（４０８）がそのロック位置へと動かされるように係合突
出部（４５６）を変位させる。
【０１６７】
　このように、パネルの閉鎖により、ラッチ構成（４００）をその完全なロック位置と固
定位置へ変位させる。
【０１６８】
　プッシュロッド（４６０）は、図１２Ａで示されるように、パネルがパネル係合部（４
５２）から解除されるときに、止めラッチ（４１０）から離れる変位を引き起こすばねあ
るいは他の戻し機構を含み得ることが認識される。
【０１６９】
　本開示された主題が関係する分野の当業者は、本発明の範囲から逸脱することなく、必
要な変更を加えて、多くの変化、変更、および修飾を行うことができることを容易に認識
する。
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